
盟

回

義

遜

法

華

論

の

碗
抗ョ，
~ 

一
、
総
本
と
段
疏

ニ
、
時
間
依
の
本
経
と
そ
の
成
立

＝
一
、
内
容
と
そ
の
将
相

四
、
五
純
訟
と
十
如

五
、
康
問
の
授
飽
と
位
相
ニ
家

六
、
三
一
牛
絡
義
と
三
穏
鈎
菩
提

J’ 

一
、
異

本

と

註

疏

世
親
心
法
華
論
は
印
度
に
於
け
る
現
存
唯
一
の
法
華
の
註
疏
で
＠
る
。
勿
論
文
那
に
於
け
る
諸
経
録
に
徴
す
る
に
、
法
華
論
に
は
且
ら

〈
吹
の
三
揮
を
悼
へ
て
居
る
。
即
ち

一
、
元
説
、
勤
郵
摩
提
等
需

ハ
西
紀

五
O
八〉

傘

二
、
企

菩
提
m
m支
部
鰐

企

冗

O
九〉

4怪

三
、
店

議

肖2

課

r、、
全

七
一
一
〉

五

程

で
b
る
が
、
此
等
の
中
義
博
開
は
智
弁
の
「
蹟
古
今
開
経
闘
紀
」
（
五
五

2
0）
以
来
附
元
、
点
元
雨
鍛
等
に
見
ゆ
る
が
、
開
元
鋭
〈
五
．
4

軍
大

J
以
来
献
本
で
誰
人
の
作
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
「
山
崎
法
華
体
」
の
記
事
に
依
れ
ば
、
或
は
龍
樹
、
堅
意
等
の
も
の
か
と
も
思
は
る
L

が
全
く
知
る
自
は
た
い
。
前
の
二
本
は
共
に
世
親
本
の
岡
本
国
関
鰭
で
あ
る
。

今
山
側
存
惟
親
の
法
器
輸
に
就
て
見
る
に
、
そ
の
調
怒
に
於
て
一
傘
と
二
怨
と
の
別
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
就
て
は
雨
認
を
針
服
し
て

法

務

鎗

の

研

究

v” 



法

務

鈴

の

研

究

見
る
に
‘
金
く
随
所
に
一
一
一
の
文
字
の
相
逃
般
で
、
明
伸
語
の
上
に
於
て
も
大
世
誌
は
た
く
殆

E
金
問
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
と
れ
「
附
元
鋒
」

六
に

『
大
同
小
異
』
〈
五
五
五問。
）
と
記
し
て
居
る
所
以
で
あ
る
。
若
し
強
て
異
点
を
揚
ぐ
る
と
す
れ
ば
、
留
支
誇
の
二
容
本
に
は
次
の
師

敬
制
が
あ
る
と
と
で
る
る
。

時
出
＝
勅

伽
樹
－、

師
命
過
朱
枇
、
現
在
仰
菩
陸
、
弘
慈
降
＝
榊
力
二
願
施
＝
我
無
長
目
、
大
悲
止
＝
四
胞
一
、
離
＝
菩
提
－
増
長
。

C
二ハ－〉

頂
＝
位
正
犯
俗
、
滞
法
無
常
附
－
、
詩
句
】
探
利
智
者
－
、
開
三
一
小
毘
伽
典
－．
－暗
躍
＝
牟
尼
得
、
及
菩
薩
焼
間
二
令
＝
法
自
他
利
－
、

此
に
就
て
は
我
寂
の
「
法
蔀
論
辿
杷
」

上
に

一
日
程
勤
那
摩
挺
所
b

翻
無
z
蹄
敬
傾
一二一
口
疋
菩
提
杭
支
所
レ
観
有
＝闘
敬
碩
－
、
文
伺
小
異
義
意
無
レ
別
。
（
部
臓
九
五
套
問
皇
室〉

と
辿
べ
・
叉
湛
山
静
の
「
起
信
論
議
配
救
理
抄
」
凶
に
も
『
今
此
岡
本
文
何
大
問
、
総
有
二
字
二
字
不
同
日
』
（
「
俳
金
」
九
四
日
〉
と
越
ペ

此
論
二
本
、

て
肘
る
に
依
つ
で
も
明
か
で
あ
る
。

而
榊
聴
敏
洞
諸
国
＝
方
言
一
粂
工
＝
雑
術
－
』

悲
し
統
支
と
ゆ
挫
と
が
同
時
に
一
本
を
部
仰
せ
る
と
と
は
‘
「
歴
代
三
賀
紀
」
九
に
依
る
に
流
支
の
下
に
は
『
然
共
慈
昨
奥
＝
勅
那
－
相
車
、

と
あ
り
、
又
助
那
の
下
に
は

’ 

『
五
始
？
九
年
来
在
＝
裕
階
殿
内
－籍、

初
菩
提
流
支
助
体
、
後
以＝
相

容
－国
各
別
部
』

ハ四
九
九
六
）
と
あ
る
に
依
れ
ば
、
恐
ら
く
同
氏
相
溶
れ
や
’
し
て
同
時
に
一
本
の
南
需
と
見
た
の
で
あ
ら
う
。
併
し
経
鍛
に

依
れ
ば
「
十
地
粧
論
」
十
二
傘
は
二
人
共
開
の
如
く
見
ゆ
る
が
、
悲
し
「
制
苅
俳
侮
」

一
の
流
支
怖
に
依
れ
ば
北
到
の
氷川
T
元
年
流
支
来

朝
す
る
や
‘
宜
武
帝
永
卒
中
守
に
居
ら
し
め
七
百
の
党
倫
を
付
し
、
開
時
挫
の
元
匠
た
ら
し
む
と
記
し
、
更
に
寂
光
の
「
十
地
論
序
」
に
依
る

に
四
月
上
旬
、
菩
提
期間支
、
助
那
踏
提
、
働
陀
門
的
多
等
謡
曲
申
十
余
人
に
命
じ
て
十
地
論
b
L
揮
さ
3
L
め
た
。
時
に

斯
二
三
描
並
以
＝
溢
俗
之
社
二
高
＝
歩
道
門
－
群
臓
淵
部
、
問
b

不
＝
研
撹
－警
合
＝
地
情
－
妙
範
＝
論
回
目
ヘ
ハ
二
六
＝
J

と
記
し
、
叉
流
支
停
に
は



共
後
三
徳
乃
拘
＝
流
官
二

各
停
＝
師
悼
－
不
＝
相
拘
訪
二

帝
以
2

弘
法
之
盛
時
叙
＝

Hm煩
二
勅
＝
三
嵐
－
各
翻
詑
乃
参
校
其
問
、
限
波
互
有
＝

不
問
、
－
致
有
＝
文
回
u
－
時
無
＝
国
持
続
二
後
人
A
円
レ
之
共
成
＝
通
部
－
。
（
五
0
2
J

と
る
る
が
、一一
一
者
中
意
見
合
は
ざ
る
は
、
序
文
に一一
三
識
と
あ
る
如
く
、
流
支
と
勤
那
の
二
人
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
放
に
法
臓
の
「
華

般
悼
記
」

一
に
も
十
地
経
論
の
下
に

動
掛
照
拠
鶴
一宮－－抗意－
、
来
レ
此
共
＝
流
支
日
於
＝
治
水
南
北
－
各
伸
二
本
司
、
共
後
術
統
恕
允
、
清
＝
二
賢
－
、
到
汗
校
＝
同
奥
日
会
＝
成
一
本
－

ハ五
て
ま
〉

と
あ
る
如
く
、
勅
那
の
弟
子
光
統
が
二
者
の
間
に
立
っ
て
雨
需
を
調
和
し
て
、
今
日
の
十
地
経
論
十
二
怨
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
若
し
今

の
法
部
論
に
奈
つ
て
は
、
互
に
之
を
持
出
し
て
誰
人
も
之
を
調
和
せ
ざ
り
し
放
に
、
二
人
の
持
出
が
制
傘
と
師
敬
川
町
の
有
無
の
別
を
以
て

共
に
今
日
に
仰
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
若
し
十
地
経
論
に
於
け
る
こ
入
者
の
相
越
は
、
全
く
之
を
知
る
出
は
な
い
が
、
後
世
本
命
を
所

依
と
す
る
地
論
宗
に
袈
耶
民
妥
の
論
あ
る
に
徴
し
て
、

或
は
そ
れ
等
の
点
に
存
す
る
か
と
も
思
は
れ
る
。

今
智
設
の

「授
滞
築
」
下
K
依
る
に
、
本
経
法
務
は
八
港
な
る
に
、
そ
の
持
論
た
る
法
革
論
の
文
甚
だ
少
な
き
に
就
て

論
党
本
誕
的
問
也
、
而
将
司
－
来
店
土
－
擬
＝
接
持
Z
之
、
問
辿
＝
秋
山
誠
乱
－

F

ナ
一
品
レ
染
レ
俗
、
何
抄
＝
出
県
大
時
一
一
剛
之
川
町
一
。
今
比
＝
此
都
－
悲

有
＝
道
理
－
。

（「
全
集
」
上
Z
J

と
記
し
て
居
る
が
、
と
れ
は
恐
ら
く
後
世
の
推
命
で
あ
っ
て
、
流
支
、
勅
那
の
語
会
く
同
じ
き
に
依
て
も
知
ら
る
L
如
く
、
党
本
以
来
大

要
の
時
滞
な
る
と
と
は
、
全
港
の
締
相
よ
り
す
る
も
、
亦
抗
也
来
に
序
品
の
七
成
就
方
便
の
円
九
一
示
現
を
組
げ
『
飴
品
如
＝
向
成
分
－
u
タ
解
』
と

あ
る
に
依
て
も
明
か
で
あ
る
。

上
越
の
如
く
法
華
痴
は
古
来
よ
り
二
本
が
体
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
世
別
行
本
と
し
て
一
一
一
の
本
の
あ
っ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る

法

制

巾

鈴

の

研

究



法
韓
中
鈴

の

究
開
前

四

そ
の
一
本
は
「
寛
文
孔
巴
酉
正
月
官
民
、法
警
部
門
誌
設
」
の
三
十
二
紙
の
一
怨
で
、此
木
一
は
関
谷
の
初
日
比
『
法
務
論
、
業
政
繋
豆
一
一
服

菩
薩
遺
』
と
あ
り
、
次
の
行
に
『
妙
法
蓮
華
経
優
養
挫
合
、一
二
織
法
師
菩
提
流
支
事
詔
部
』
と
あ
り
、
更
W
H

師
敬
矧
を
掲
げ
流
支
本
は
次

に
『
妙
法
迎
帯
経
序
品
第
一

』
と
あ
る
が
、
別
行
本
に
は

『
経
目
的
＝
命
一

切
開
仰
菩
醗
－
』
と
五
ね
て
帥
敬
舗
を
制
げ
て
居
る
の
で
あ
る

若
し
二
本
の
相
リ
述
は
前
越
の
如
く
、
師
敬
傾
と
調
傘
と
は
そ
の
著
し
い
相
越
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
流
支
本
ぽ

妙
法
蓮
華
経
優
接
蛇
合
、
大
衆
論
師
接
被
繋
豆
棚
、
〈
帥
敬
伺
〉
後
鶴
北
天
佑
一
三
間
剛
警
提
阿
川
支
共
沙
門
川
山
林
部
開

と
あ
り
、
勅
那
本
に
は
『
優
婆
蛇
合
』
の
上
に

『論』

の
一
字
を
加
へ

、
『
大
衆
論
師
』
を
除
き
『
婆
鑑
禦
豆
菩
麗
埴
』
と
砲
を
遣
と
た
し

師
敬
傾
注
く

『
元
説
中
天
佑
一
三
磁
勅
那
陣
提
共
併
朗
得
時
』

と
あ
り
。
叉

『妙
法
蓮
華
経
序
品
第
一

』
の
一お
も
危
く
。
他
は
全
く
一
一
一
胤

の
兵
略
の
別
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
若
し
別
行
本
は
流
支
本
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
世
耐
火
に
一
一
一
一楠
貨
の
論
評
の
影
響
を
受
け

て
か、

本
論
の
有
名
怠
る
凶
積
醗
聞
の
躍
に
就
て、

本
文
に
は

開
眼
化
若
返
己
泣
殻
＝
菩
供

心
－
者
。
若
決
定
者
増
上
限
者
二
極
限
時
間
、
根
来
b

熟
故
不
レ輿＝
授
詑
－
、
菩
能
興
＝
授
記
－
者
．
方
便
令
b

褒
＝
菩
提
心
－
故
。
〈
二
六
J

一
者
決
定
時
間
、
二
者
増
上
位
聾
問
、一
二
若
返
菩
提
心
控
問
、
四
者
際
化
膿
聞
、

二
甑
醗
聞
如
来
授
記
、

と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
一
組
信
論
敬
理
抄
」
悶
所
引
の
文
に
は

一
者
決
定
擦
問
、
唯
有
＝
聾
剛
極
性
－
無
＝
如
来
性
二
決
無
＝
成
僻
之
義
－
名
－
－
決
定
日也
。
二
者
柄
上
腿
艶
聞
等
（
「
帥
金
」
九
四
八
J

と
加
文
せ
る
本
あ
る
と
と
を
示
し、

此
の
・本
に
劃
し
て

被
世
中
流
体
本
、
震
レ
令
レ
順
＝
法
相
宗
義
－
故
、
後
人
妄
加
＝
増
之
－
不
レ可
－
－
依
用
－
。
後
之
妄
加
更
無
b

疑
者
乎
。
（
全
上
）

と
あ
る
如
く
・
恐
ら
く
法
相
の
五
位
各
別
に
寄
せ
て
添
文
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
元
来
世
親
の
思
想
に
は
稔
伽
波
の
制
耶
縁
起
思
想
と

共
に
如
来
戴
思
想
の
あ
っ
た
と
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
働
性
論
や
今
の
法
華
論
の
如
き
は
み
－
く
後
の
系
統
に
岡
崎
す
る
も
の
で
あ
る
。



以
下
正
し
く
法
華
論
に
就
て
研
究
す
る
に
賞
っ
て
J

務
め
そ
の
註
疏
に
就
て
見
る
に
、
和
漢
に
亙
っ
て
相
等
る
っ
た
様
で
あ
る
。
若
し

高
血
の
義
天
の
「
新
編
時
宗
敬
蹴
総
鍛
」
三
に
は

疏
二
品旬
、
吉
蹴
述

駐
三
位
旬
、
亡

鎖
解
紗
二
品
位
、
紳
雄
述
、
（「
仰
金
」

名

一
＝九一）

と
三
疏
を
列
ね
、
我
が
興
繭
寺
永
起
の
「
束
域
僻
燈
目
鍛
」
下
に
は

法

ヨ長

同同同同同問同同同同

論

~l 

論

疏

論
述
記

論

疏

論
疏
抄
集
記

論

抄

論

把

E告

配

論

軍事

論

抄

論

註

法

欝

鎗

の

柑
附
究

一て怒

二

俳
句

二
巻

二
袋

＼ 

四
傘

士口磁
流
支
本

義
寂
棒
、
義

一
撰

傘

道
柴
口

宅
十
（
九
）
倉
田
珍

明
一
述
（
東
大
・
寺
〉

塩
五
港

行
賀
（
法
相
〉

三
論
識
命

－岱

究
開
寺
常
脆
撰
ハ
法
相
〉
叉
有
＝
子
性
三
悠
－

五



法

務

省

の

研

究

七
時
三
平
等
十
無
上
越

論
分
別
功
徳
品
生
数
義

占，、

傘

在
＝
前
官
院
－

稽

一
山
内
－

v

と
綿
敬
を
除
い
て
他
は
粗
ぽ
架
げ
て
居
る
様
で
あ
る
。
若
し
「
奈
良
朝
現
在

一
切
経
目
鍛
」
に
は
吉
蔵
疏
の
外
に
支
那
撰
述
と
思
は
れ
る

（「帥
金」

次
の
三
部
が
る
る
。

法

華

ちゐ、
仰凋

疏

法

革

論

子

註

法

華

論

速

記

二
傘

二
位
包

賓
法
師
述

ωα
仇

F
4

4怪

義
寂

糊
義弘

撰

凶

m
m
o

山
町
田
串
∞

日

wmAFC

聞

と
れ
に
依
れ
ば
上
摘
の
中
「
疏
二
傘
流
支
本
」
と
る
る
は
、
恐
ら
く
我
が
体
律
の
接
待
、
北

Hmの
師
た
る
内
分
相
部
の
定
者
の
疏
か
も
知

れ
た
い
。
次
の

「
子
註
」
は
前
の
常
踏
の
下
に
註
さ
れ
た
も
の
と
岡
本
で
、
と
れ
今
の
悶
弘
の
説
唱
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
叉
前
の
問ra

、

の
「
抄
集
記
、
二
港
」
は
体
敬
の
「
秀
何
」

・中
宋
に
論
の
問
顧
問
町
聞
を
引
く
下

『外
関
誌
策
法
師
道
章
一
去
、
立
＝
無
性
二
宮
品
川
」
（「
金
集
」
二

、，ノ

－
2
）
と
あ
る
に
依
れ
ば
道
築
と
は
今
の
強
策
で
は
た
か
ら
う
か
。
若
し
冗
の
「
抄
銀
問
、
二
各
」
と
あ
る
の
は
、
議
天
の
「
教
訓
倒
鍛」

r

，‘、

二
袋

と
あ
る
の
と
岡
本
か
も
知
れ
な
い
が
、
若
し
侮
敬
の

「守
誕
哲
」

下
之
下
〈
「
全
集
」
一
七
0
2
）
に
は
小
説
一
の
論
述
詑
と
共
に
玄
非
の
揮
者
一
柳

防
の
名
が
見
え
、
叉
「
週
六
九
器
破
比
盆
文
」

に
は
同
様
の
文
が
見
え
、

政
に
「
具
如
＝
一
紳
助
師
集
下
巻
等
説
－
Z
A
A

」〈
「全
集
」
二
三
J

第
三
に

集

解

紗

紳
雄
述
ハ
「
働
金
」

一忍
J、

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
議
天
錐
の
榊
離
は
今
の
紳
坊
の
峡
か
も
知
れ
ぬ
。
更
に
智
詮
の
「
論
記
」
七
来
に
は

紳
助
師
翫
性
集
一
宮
、
法
華
論
中
決
定
問
時
間
親
問
＝
一
一
一
織
－
一宮
b
k

（「
金
集
」
上
＝
＝
J



法

革

論

辿

配

二位匂

議
寂
開
義
一
撰
（
「
制
蹴
」
九
州
悲
州
）

と
あ
る
に
依
れ
ば
‘
紗
集
記
、
集
解
妙
、
積
性
錦
は
管
相
通
A
Y
る
に
依
て
榊
防
の
同
本
の
三
異
体
で
は
危
か
ら
う
か
、
放
に
支
那
に
於
凶
り

の
疏
の
外
、
岡
弘
の
「
子
位
」
各
三
位
句
、
義
寂
義
－
の
「
辿
配
」
、
紳
坊
の
「
種

る
本
論
の
疏
と
し
て
は
士
口
蹴
、
定
質
、
道
柴
又
は
議
集
、

性
相
公
」
各
二
容
の
況
六
部
が
存
し
た
桜
で

b
る
。
指
じ
現
存
の
も
の
は
慨
に

法

華

5命

疏

ニ
傘

防
士
ロ
厳
ハ
阿

O
支
蕊
〉

の
二
部
を
苛
め
る
の
み
で
あ
る
。
且
つ
後
者
は
下
傘
を
逸
し
て
上
傘
の
み
仰
へ
ら
れ
て
居
る
。

悲
し
本
邦
の
も
の
と
し
て
は
前
摘
の
「
東
域
体
股
鍛
」
の
符
詑
の
「
論
配
」
以
下
七
部
の
中
、
仰
敬
以
前
の
も
の
と
し
て
は
京
大
寺
明

一
の
「
略
記
」
へ
二
？
Y
法
相
の
行
到
の
づ
論
郡
」
各
一
巻
、
並
に
西
大
寺
常
腿
の
「
論
註
」
、
一
ニ
論
の
謹
命
の
「
論
抄
」
況
傘
〈
前
の
四
倉

本
は
同
本
殿
）
等
が
あ
っ
た
松
で
あ
る
が
、
何
れ
も
停
は
ら
な
い
様
で
あ
る
。
若
し
体
敬
の
容
と
し
て
は
「
法
語
論
科
文
」
「
法
華
論
紗
」

「
法
華
論
時
制
」
「
法
華
論
集
解
」
「
法
華
論
定
性
文
」
「
法
華
論
決
定
詩
抄
」
各
一
巻
、
「
法
務
論
調
幽
」
「
註
法
華
論
」
各
二
傘
等
が
撒
へ

ら
れ
る
が
‘
是
等
同
一
本
の
具
体
若
し
く
は
民
儲
未
決
も
相
官
あ
る
様
で
あ
る
。
現
存
の
も
の
と
し
て
は
「
法
華
論
科
文
」

一
地
を
の
み
で

あ
っ
て
、
「
法
華
論
科
砂
」
「
法
華
諭
糊
科
文
」
「
法
務
論
註
科
文
」
「
論
糊
法
器
輸
科
文
」
等
と
具
綿
せ
ら
れ
て
居
る
。
悲
し
「
七
轍
三
平

十
無
上
辿
」

一
傘
は
体
政
大
師
会
集
第
四
に
「
三
平
等
義
」
（
四
五
六
日〉
と
し
て
牧
め
ら
れ
て
居
る
が
、
奥
叫
AMK
「
在
前
崎
院
」
と
あ
る
如

く
慈
貸
の
若
で
、
「
日
本
間
天
台
宗
総
別
部
悶
鈍
」
に
は
慈
位
の
下
花
、
「
七
崎
議
私
記
」
「
＝
一
千
令
指
」
「
十
無
上
義
」
各
一
谷
戸
「
俳
金
」
一

＝
世
間
）
の
三
部
と
し
て
仰
へ
ら
れ
、
「
糊
敬
諸
帥
製
作
目
録
」
第
三
に
は
「
七
聡
義
」
を
除
い
て
他
の
二
部
が
見
へ

（
「
働
金
」
三
zf
〉「本

朝
台
組
撰
述
術
部
科
目
」
第
三
並
に
「
山
家
阻
徳
撰
述
縞
目
鍛
」
上
（
「
帥
金
」
二
お
む
に
は
、
何
れ
も
慈
犯
の
下
に
「
三
平
等
義
」
一
傘

の
み
が
体
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
と
れ
は
三
告
が
別
に
る
っ
た
の
で
な
く
、
恐
ら
く
「
七
喰
三
平
等
十
無
上
越
」
が
「
三
平
等
義
」
の
名
に

法
制
剤
鈴
の

積

雪Z

七
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績
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依
て
仰
へ
ら
れ
た
故
に
、
後
人
が
前
の
口
封
名
の
一
軒
を
三
円
と
誤
体
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
体
敬
大
師
全
集
に
は

「沙
門
子
心
配
」
と
し

て

「
三
平
等
義
」
の
名
に
依
て
体
へ
ら
れ
、
全
集
の
編
者
は
可
避
の

「
大
師
按
銀
」
中

ハ「
別
品位
」
き
〉
に
あ
っ
た
放
に
掛
秘
し
た回目
を
記

し
て
居
る
が
、
岡
本
の
奥
牲
に
既
に

「
以
＝
前
山
崎
院
御
店
・本
－
お
務
」
ハ
「
全
集
」
四蕊九六
〉
と
②
る
に
依
て
慈
党
の
警
と
し
て
疑
ふ
飴
地
は
た

い
の
で
あ
る
。
若
し
智
詮
に
は
「
論
記
」
十
巻
の
外
「
回
顧
鹿
間
島
詑
」

一
巻
が
停
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
そ
の
他
に
は
’
「
東
域
体
燈
鋒
」

上
に

「
倫
分
別
功
徳
品
生
敏
配
」

一
巻
た
る
も
の
が
掲
峨
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
作
者
米
鮮
で
あ
り
叉
漣
減
し
て
体
へ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
椋
で

あ
る
。
以
上
の
中
現
存
す
る
も
の
は

法

革

論

科

文

悠・

体
敬
ハ
「
金
集
」
二
同
主
）

平

等

義

法

霊長

論

記

十，ー
宅急

慈
党
〈
会
．
問
車内
包）

智
誼

（「
全
集
」
上－）

長
華
輪
山
都
鶴
間
日
記

宅

全

ハ企
下
－2
J

の
凶
部
で
あ
る
。
そ
の
後
の
も
の
と
し
て
は
天
台
先
傑
の

「
法
華
論
配
管
鏡
抜
掌
」

一
巻
〈
潟
本
、
華
臓
院
蔵
）

が
「
日
本
天
台
宗
典
目

鍬
」
に
比
え
．
又
我
が
本
隆
寺
日
毘
の
「
科
註
法
華
論
」
六
傘
が
体
へ
ら
れ
、
更
に
一
如
白
血
は
「
恐
集
配
」

R
K沙
門
通
利
の
舟
め
本

論
大
綱
の
備
を
作
っ
て
居
る
。
因
に
本
論
の
註
疏
は
概
ね
流
支
本
に
依
る
様
で
あ
る。

二
、
所
依
の
本
経
と
そ
の
成
立

法
華
論
に
就
て
迷
ぶ
る
に
先
立
ち
て
．
先
づ
所
依
の
本
艇
に
就
て
見
る
に
法
華
の
模
開
仰
に
は
三
課
が
仰
へ
ら
れ
、
就
中
最
古
本
1c
m併
せ

ら
る
る
妙
法
器
は
既
に
龍
樹
以
前
に
成
立
し
、
臨
っ
て
剛
山
樹
所
見
の
大
論
等
に
引
用
せ
る
も
の
は
三
本
中
妙
法
華
と
岡
本
な
る
と
と
は
、



畢
者
の
等
し
く
認
む
る
所
で
る
る
。
然
ら
ば
世
親
の
法
華
論
所
依
の
本
経
は
果
し
て
何
れ
の
本
な
る
や
と
い
ふ
に
、
同
論
の
最
後
修
行
力

の
下
第
五
謹
法
力
を
明
す
文
に

部
法
力
者
、
持
賢
菩
醸
品
及
後
品
一
邪
説
会
＝
ハ
句
〉

と
あ
り
、
罫
鮮
は
「
法
華
論
疏
」
下
に
、
右
の
文
を
側聞
し
て

地
H
賢
正
H
足
踏
法
、故
文
一
冨
新
法
来
線
行
＝
問
浮
提
－
、特
許
賢
之
力
。
及
後
口
問
煮
込
凶
川
糸
口
問
中
仙
付
＝
特
許
柑
町
二

令
三時
菩
醸
弘
＝
油
疋
法
二

亦
是
謎
法
也
。
ハ
悶
o
d
J

と
後
品
を
以
て
制
必
品
と
し
て
居
る
が
、
悲
し
同
人
が
「
法
燕
議
疏
」

一
同
札
口
川
の
前
後
を
論
や
る
下
に
於
て
は

I 

法

務

鈴

の

柑

附

究

カ，

論
＝
品
前
後
－
者
、
諸
経
掘
削
派
品
多
在
＝
経
末
二
至
レ
如
E

此
経
安
＝
一
脚
力
品
後
一
者
、
依
＝
於
党
本
及
法
議
論
二
叉
即
此
築
地
新
制
法
楽
並

安
＝
帰
娯
品
－
在
＝
於
経
末
－
、
今
明
鰍
什
普
解
＝
渠
言
－
妙
得
＝
経
旨
－
、
安
＝
帰
以
品
－
－
在
＝
一
脚
力
品
後
二
必
有
＝
深
致
、
（
三
間
住
－
〉

と
述
べ
て
、
諸
経
概
ね
泉
品
を
魁
末
に
置
く
は
通
例
で
あ
り
、
党
本
並
法
華
論
も
経
末
で
あ
り
、
今
の
新
翻
妙
本
即
ち
添
口
開
法
華
も
矢
強

経
末
に
あ
る
が
、
経
末
に
あ
る
べ
き
薬
品
を
中
聞
の
紳
カ
品
の
次
に
安
じ
た
の
は
、
羅
什
が
妙
・
本
の
経
回
目
に
依
て
移
し
た
も
の
で
あ
ら
う

が
、
恐
ら
仁
何
か
深
い
理
－

mが
あ
る
と
と
で
る
ら
ち
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

と
れ
に
就
て
は
い
品
群
は
哲
開
法
謹
の
正
法
華
並
に
法
華
論
の
如
く
、
羅
什
滞
も
元
来
終
末
に
あ
っ
た
と
主
麗
し
、
新
需
法
華
即
ち
添
品

本
も
矢
践
経
末
に
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
併
し
大
論
を
始
め
道
生
の
「
法
務
総
統
」
劉
札
の
「
註
法
草
経
」
光
宅
の
「
法
草
花
記
」

上
富
太
子
の
「
法
華
義
疏
」
等
の
妙
本
の
註
疏
は
、
悉
く
県
品
を
紳
カ
の
次
陀
安
ヂ
る
に
依
て
什
却
は
中
間
に
あ
っ
た
と
と
は
明
か
で
る

る
。
と
れ
に
到
し
必
鮮
は
料
開
の
正
法
華
並
に
法
革
論
に
依
て
、
m者
聞
は
経
末
な
り
と
断
定
し
、
妙
本
の
m
糸
口
問
位
世
を
以
て
靴
什
の
意
志

に
依
る
も
の
と
せ
る
と
と
は
文
芯
明
か
で
あ
る
。
併
し
法
第
命
の
川
糸
口
m
経
ポ
は
屯
も
動
か
ぬ
所
で
あ
る
。
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若
し
慈
思
に
歪
つ
て
は
「
法
華
玄
賛
」

一
本
花田聞
の
腹
立
を
崩
す
下
に
於
て
、
什
符
妙
法
華
の
党
本
を
以
て
訟
閣
の
発
脆
本
と
な
し
、

巣
品
の
位
世
に
就
て
は

『十
u
宥
解
者
』

と
し
て
お
群
識
に
賛
し
、
更
に

又
帰
耕
一
品
蹴
明
＝
付川
畑目
、
灘
五
等
品
受
b

命
弘
立
、
以
』
此
而
推
r
小
レ臨レ
居
ι
後
、
所
以
什
公
守
＝
於
前
日
也
。

八
三
同
時
、J

と
妙
本
の
川
糸
口
附
の
位
出
を
一
位
制
め
っ

‘品
、
れ
以
後
民
諸
符
添
口
同
法
務
の
県
日
m
の
杭
い
砲
に
依
り
、
論
経
相
迷
に
依
て
「
上
来
所
設
乍
雌
ゐ
可

繭
、
窮＝
共
旨
趣
一
割
引
有
＝
八
辿

L
と
述
べ
て
、
妙
本
の
川
糸
品
の
依
世
に
到
し
吃
有
名
た
る
八
相
違
を
掲
げ
て
経
米
設
を
主
張
し
、
安
閑
の

利
渉
亦
と
れ
陀
追
随
し
て
居
る
。
之
に
到
し
て
妙
禦
は
「
文
句
把
」
（
二
九
口
一
む
に
先
づ
紬
数
、
別
救
に
寄
せ
て
八
不
惑
を
以
て
酬
ひ
、
一
氏

に
故
後
十
難
を
以
て川
糸口
間
経
米
投
を
折
放
し
て
居
る
。
就
中
妙
禦
は
第
一

の
数
本
相
越
の
下
に
南
山
道
立
の

「
内
典
鋒
’
一
六
に
添
品
法
華

を
出
し
、
下
註
に
『
移
＝
蝿
削
糸
口問
一
在
レ
末
』

〈
五
五
－q
J
の
文
民
依
て

準
＝
南
山
内
典
鋒
二
宮
幌
多
挫
移
＝
蛸
刷
米
自
著
レ
後
、
幌
多
既
共
誼
改
、
法
護
米
b

可
レ露
レ
mm。
（二
九
二
）

と
逮
ペ
、
更
に
延
秀
は
「
法
華
間
鏡
」
に

言
＝
後
口
m
－者臼定地
H
賢
制
経
、
以
目同
日
疋
弛
H
賢
奮
起
令
ニ
依

b経
修
観
－
。
叉
言
＝
後
品
目
者
既
共
不

bm＝
名
目
目
、
則
似
＝
経
度
不
謹
目
。
若
不
レ

爾
者
何
不
レ
云
L

及＝川畑
川派
品
＼

但
一宮
レ
後
耶
。
〈
二
九
三
所
引
〉

等
の
文
を
引
別
し
て
泉
品
経
末
に
射
す
る
傍
設
と
た
し、

力
主
謎
し
て
泉
品
経
末
不
可
を
沿
詮
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

若
し
我
が
悼
む
に
五
つ
て
は
「
法
革
論
科
文
」
に
於
て
、
w
q
ら
妙
築
の
読
に
依
り
ωmロ川b
L
一脚
力
円
川
の
次
に
列
し
、
修
行
力
の
批
初
に
髄

法
力
を
偲
し

（「
全
集
」
二
至
。）、
智
控
の

「
法
都中
論
詑
」
十
本
に
は

「諸
仰
山
村
移
＝
刷
製
品

L
（「金
銭
」
上
三＝開〉
と
後
口聞
を
ぷ
品
と
本

認
し
つ
L
、
ま
た
仰
敢
に
泊
・
じ
て
灘
王
等
は
仰
命
に
依
る
措
法
力
、
以
百
貨
は
溌
秤
蹴
泊
で
指
命
流
泊
に
非
？
と
・な
し
、
此H
賢
口
聞
を
以
て

輿
＝
同
課
ロ
m
－常時無
＝交
接
－
、
而
仰
向
鴛
＝
謎
法
力
－謬
レ之
誕
敗
。

所
以
大
師
入
＝
於
投
力一
、
文
義
隣
括
経
論
得
L

遇。

（「
企
ト
・」
2
J



と
博
敬
依
つ
で
後
品
を
強
て
蜘伸
し
て
居
る
。

併
し
部
四
仰
の
法
郡
山
三
本
は
川
よ
り
党
本
不
同
に
出
来
す
る
と
と
は
、
今
日
間
中
者
の
得
し
く
認
む
る
所
で
あ
る
。
陥
っ
て
妙
本
は
元
米
満

り
掛
川
部
品
中
聞
に
あ
る
故
古
型
の
本
で
あ
り
、

E
添
附
ぷ
・
は
北
ハ
に
他
経
に
習
っ
て
ω即
日
聞
を
経
末
に
移
せ
る
党
本
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
陥

っ
て
今
の
法
務
論
は
製
品
経
末
の
雨
本
中
執
れ
か
に
依
っ
た
ζ

と
L
な
る
の
で
あ
る
。

本
論
は
法
華
論
と
都
す
る
も
単
行
本
に
就
γ
見
て
も
明
か
な
る
如
く
、
僅
か
三
十
二
紙
の
小
骨
子
で
、
文
は
序
品
、
方
使
、
昨
パ
轍
品
。

一
部
に
依
て
述
べ
た
る
法
華
概
論
の
如
き
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
本
論
最
末
に

第
一
序
品
一
京
＝
現
七
功
徳
成
就
ヘ
第
二
万
使
品
有
＝
五
分
一示
現
－
破
レ
ニ
明
二
。
飴
口
m
如
＝
向
山
分担
nヂ
解
、
ハ
二
六
同
〉

と
述
べ
て
居
る
に
依
て
明
か
た
る
如
く
、
天
台
は
「
法
華
文
伺
」

IC 

天
親
作
レ
論
、
以
＝
七
功
徳
－
分
＝
序
品
－
、
五
一
示
現
分
＝
方
便
品
二
共
A
K
品
各
有
＝
臨
分
－
。
（
「
合
本
」

と
右
の
論
文
を
以
て
論
の
大
綱
を
示
し
、
更
に
日
重
は
「
恐
集
配
」
瓦
の
九
丁
に

一＝〉

． 

， 

設
論
大
綱
錆
＝
沙
摘
通
利
－
作
レ
偶
問
、

法

務

論

大

体

五

章

、

七

成

五

分

糊

－
M
方

七

喰

三

平

十

無

上、

以
＝
此
三
詑
－
糊
＝
飴
口
問

三
市
中
大
草
範
子
冊
目
、

一
一
州
二
木
被
賀
市
出

衣

内

繋

珠

王

国

宮

、

良
留
治
子
日
記
七
輪

前

六

遜

門

後

本

開

槌

開

謹

大

休

哲

。

と
4
C
る
如
く
、
即
ち
三
十
二
紙
中
初
十
二
紙
に
序
回
聞
の
七
功
徳
、
二
十
三
紙
迄
の
次
の
十
一
紙
が
方
使
口
聞
の
五
示
説
、
二
十
問
紙
以
下
約

法

制

鈴

の

研

究

‘’ 

， 



法

抑

制

鈴

の

研

究

ロ
nn 

、J

八
紙
で
共
の
飴
品
を
七
時
三
千
等
十
無
上
に
寄
せ
て
側聞
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
論
は
三
平
等
十
無
上
の
特
に
諸
口
聞
を
悉
く
列
ね
て

、

如
く
で
あ
る
。
～

居
る
放
に
、
七
成
就
、
五
一
京
税
．
七
時
、
三
千
等
、
十
無
上
の
五
科
乃
至
法
力
、
再
力
、
修
行
力
の
八
科
の
下
に
諸
口
川
を
配
す
れ
ば
友
の

て
七

成

二
、
五

弘、

序

71' 

現

方

宅

喰・：
j

i
－－：・
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i
－－
j

i
－－－
j
i
－－－j
i
－－：：
出

喰
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j
i
t
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j
i
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i
－－－
j

i
－－：：信

一二
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七． 

鳴

て
火

二
、
窮

三
、
m
A
A

回
、
化

五
、
繋

六
、
普

七
、
良

子雨

J除

灘

按

職

化

珠

喰

冗

珠

l除

安

留

1聡

ri 
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時
別
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仰
詑
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一
時
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四
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一
二
平
等
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五
、
十

栗
平
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授
記
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配
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記

j
i
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j
i－－
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不

ー
二
、
世
間
混
都
千
等
｜
｜
多
賀
如
来
入
浬
繋
）

｜
三
、
商
他
法
身
平
等
｜
多
究
開
迦
彼
此
法
身
）

無

務

信

の

研

究

貸

J:. 

一
、
積
子
無
上
｜
｜
説
＝
雲
悶
崎
一
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．
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〈
瓦
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二
、
行
無
上
｜
｜
続
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人
通
科
勝
如
来
本
事
等
－
：
：
：
－
j

i
－－
j

i
－－－
j

i
－－：：
j
i－
－
：
：
〈
七
）

三
、
哨
上
カ
無
上
l
l読
＝
荷
主
同
日
喰
Lヤ

j
i－－：
：
j
i
－－：：：・
j
i－－
j
i－－j
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：
入
八
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問
、
令
解
無
上
｜
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｜
説
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繋
珠
怒
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五
、
荷
停
閥
土
無
上
｜
｜
多
貨
如
来
搭

j
i－－：：：

：：：
：
：
・
（
一
一
〉

六
、
続
無
上

l
l設
＝
符
中
明
珠
輸

〆「

問、J

七
、
教
化
衆
生
無
上
l
l
l
踊
川
無
主
菩
能
等
：
j
i－－：：・
J
i－
－・：
：
：
踊

八
、
成
大
菩
提
無
上
J
一
二
翫
仙
普
提
一

九
、
混
繋
無
上
｜
｜
読
＝
臨
師
野
崎
一
｝

一
守
勝
妙
カ
無
上

｜

息

堂

、

一
一
一
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出

ロ
ロロ

ハ
一
五
〉

（
一
六
〉
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瞭
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：
：
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i
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j
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一
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l
l
有
三ニ
法
門
二
既
長
舌
．
二
－
A
U
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弾
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醗
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ロ
un 

（
二
五
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口
1111 

三
一
七
〉

即
ち
右
の
如
く
、
二
十
八
品
は
悉
く
そ
の
名
を
列
h
炉
、
就
中
控
職
、

難
卒
、
化
説
、
勘
持
口
聞
の
各
二
回
．
費
塔
、
安
梨
、
お
れ
品
、
分
別
品

口

”” 
ハ
二
八
）



の
各
三
回
、
五
百
弟
子
品
は
問
聞
を
引
用
し
、
且
つ
山
知
単
品
品
は
経
末
に
あ
る
と
と
は
明
か
で
あ
り
。
叉
流
支
‘
勧
那
共
に
木
論
湾
出
に
蛍

っ
て、

什
揮
の
妙
本
の
鰐
加
に
依
れ
る
と
と
は
、
品
名
並
に
本
文
の
引
文
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
。

唯
此
に
問
題
と
怠
る
は
妙
識
は
m
糸
口
間
経
末
の
十
不
可
の
第
二
の
経
論
相
越
に
到
し
て

論
亦
人
課
視
指
ハ
移
〉
何
焼
、
況
論
雌
＝
西
来
町
諏
時
既
在
＝
γ
眠
法
務
後
二
祇
円
足
時
4
A
順－－
f
r
a

法
恭
司
、
故
正
経
在
日
日
開
mu時
－
得
、
論
布
＝
後
刻

時
－
開
。
（
「
合
本
」
二
九
－
J

と
論
は
疋
法
説
明
に
順
し
て
、
制m
末
な
ら
ざ
る
泉
nmを
檀
に
結
末
吃
移
し
、
更
に
幾
多
の
添
白
山
本
も
亦
之
陀
悶
や
と
謹
ぺ
て
居
る
が
、
既
に

妙
繋
が
『
妙
正
二
本
同
一
一
党
文
』
と
主
眼
す
る
如
く
で
な
い
と
と
は
、
上
掃
の
提
接
口
m
の
存
す
る
と
と
に
依
て
何
等
問
題
は
な
い
の
で
あ
る

叉
論
の
課
諾
は
妙
本
wh
順
・
？
る
も
党
本
は
、
論
の
需
山
（
西
紀
五

O
九
）
が
幌
多
等
添
品
開
出
（
六

O
一
〉
の
約
百
年
前
で
ち
る
が
、
林
ぬ

本
は
恐
ら
く
正
本
と
同
一
な
る
と
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
更
陀
添
品
本
は
締
本
の
次
第
に
就
て
陀
雑
厄
品
が
、
紳
カ
口
聞
の
次

K
Rんぜ
ら
る
L
点
か
ら
見
る
も
、
添
本
と
異
る
と
と
は
知
り
縛
る
の
で
あ
る
。
此
の
点
は
法
華
論
の
最
後
修
行
力
を
明
す
下
の

、
． 

法

務

諭

の

研

究

一
五

又
行
苦
行
力
者
、
妙
見
H
菩
際
品
示
＝
現
数
化
衆
生
－
故
、
謎
衆
生
諸
難
力
者
、
服
役
自
・
花
波
間
躍
品
、
陀
難
尼
品
一
双
現
、
功
徳
勝
カ
煮
妙
荘

厳
正
一
示
現
．
二
宜
子
依
＝
過
去
功
徳
善
根
二
有
サ
如
目
疋
カ
－
故
。
謹
法
力
者
将
賢
菩
醸
口
川
及
後
口
問
現
一
氷
（
一
二
ハ
同
）

と屯
C

る
糊
相
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

，
 

更
に
問
題
と
な
る
の
は
正
本
に
は
二
十
七
品
、
八
品
南
本
が
あ
り
、
鹿
本
は
質
w
q
品
第
十
一
、
勘
説
品
第
十
こ
と
し
て
、
提
婆
口
聞
に
首

る
部
分
b
L
質問
q
n
m
K
挺
し
た
る
こ
十
七
品
本
で
あ
り
。
来
一克
明
の
三
本
は
党
芯
口
川
第
十
こ
を
聞
い
た
二
十
八
口
川
本
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。

然
る
に
今
論
に
就
て
見
れ
ば
費
搭
品
は
三
平
等
の
下
第
二
第
三
の
雨
曲
、
並
に
十
無
上
の
第
五
荷
停
凶
土
銀
上
の
三
胞
に
引
用
せ
ら
れ
、

提
接
u
聞
は
三
千
等
の
第
一
飛
平
等
の
六
授
胞
の
中
五
如
来
間
の
下
合
利
弗
ハ
三
）
、
大
迦
誕
（
六
）
、
五
百
幼
子
（
八
）
、
問
中
無
間
常
（
九
）
に



法

親

中

論

の

研

究

一占，、

さた
で如

来
興
包提
婆
建
多
授
＝
別
飽
－
者
、
一京
＝現
如
来
無
＝
怨
謡
－
故
。
ハ
二
六
J
V

〉

J 

と
無
怨
揺
に
依
る
授
詑
と
し
て
掲
ぐ
る
に
依
れ
ば
、
恐
ら
く
党
志
日
間
別
聞
の
本
に
依
っ
た
も
の
L
椋
で
あ
る。

叉
妙
本
に
提
接
口
聞
の
鋸
入
せ
ら
れ
た
の
は
、
光
宅
天
台
の
問
（
五
二
九

l
五
五

O
）
の
問
で
あ
る
放
に
、
仮
令
部
藷
は
妙
本
に
依
る
も

論
は
提
薬
品
添
加
の
以
前
、
建
摩
K

提
が
子
闘
将
来
別
行
提
艶
品
部
出
（
四
九

O
〉
約
二
十
年
後
（
冗

O
九
〉
の
鰐
州
た
る
放
に
、
資
格

党
志
開
不
問
執
れ
に
す
る
も
正
法
華
と
問
一
一
党
本
に
依
っ
た
ら
う
と
と
は
勤
す
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
更
に
此
蕗
に
問
題
と
な
る
の
は

果
し
て
什
公
開
出
の
妙
本
が
、
龍
樹
の
大
智
度
論
に
見
ゆ
る
法
華
と
同
一
一
党
本
で
あ
り
、
叉
し
法
華
論
所
依
本
が
正
法
華
と
同
一
一
党
本
で

る
っ
た
す
れ
ば
、
陀
羅
尼
口
聞
が
紳
カ
口
m
の
次
に
繰
上
げ
ら
れ
た
と
と
は

E
ら
く
措
き
、
妙
法
華
の
発
本
に
提
婆
口
聞
が
添
加
せ
ら
れ
、
更
に

踊
製
品
が
経
宋
に
移
さ
れ
の
は
龍
樹
（
F
M
∞
）
と
怯
親
〈
長
∞
）
と
の
約
百
五
十
年
聞
の
モ
と
L
な
る
と
と
で
あ
る
。

と
れ
に
就
て
は
龍
樹
提
婆
（
主
∞
）
と
摘
勅
（
向
山
∞
〉
無
茄
（
詔
お
）
の
中
間
に
出
生
せ
り
と
せ
ら
る
L
竪
窓
の
「
入
大
衆
論
」
に
就
て
見

る
に
、
本
論
は
龍
樹
、
提
襲
、
難
喉
維
の
備
を
引
用
す
る
外
、
一
二
十
有
飴
の
諸
経
を
引
用
す
る
中
、
八
回
乃
至
十
団
法
華
を
引
用
し
、
即

ち
誌
に
法
華
と
し
て
二
回
、
方
使
、

信
解
、
化
披
、
五
百
、
普
門
の
五
品
は
各
一
回
、
野
賞
品
は
三
回
引
用
せ
ら
れ
、
就
中
間
論
三
口
叩
中

識
論
昼
品
第
こ
に
は
挺
婆
の
五
逆
を
掲
げ
て
、
菩
離
の
普
楠
方
使
と
た
し

如
b
n記
等
業
世
間
所
レ
無
、
提
接
連
多
n
結
筑
伽
緋
菩
躍
、
錦
レ
越
k

衆
生
焼
z
逝
罪
－
故
。

現
作
＝
二
業
・
臨
＝
於
地
獄
ヘ

菩
薩
障
問
麓
随
b

所

臨
作
以
化
＝
衆
生
－
一
冨
k
o
C
三
一
同
志
）

と
あ
る
は
、
本
易
に
推
断
を
許
さ
ど
る
も
、
提
婆
を
－
M
H
伽
羅
控
回
離
の
臨
化
と
た
す
に
依
れ
ば
、

法
華
論
所
依
本
は
恐
ら
く
法
華
党
本
中
、

未
だ
提
盤
日
聞
を
加
へ
ざ
る
以
前
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
法
務
中
に
提
婆
品
の
添
加
さ
れ
た
の
は
、

思
立



興
＝
比
丘
地
及
罰
百
八
女
－
授
＝
仰
肥
田
者
、
一
郡
下
現
女
人
在
家
出
家
修
＝
菩
薩
行
二

智
霞
＝
仙
泉
－故
興
中
授
記
上
。
（
二
六
九
〉

ハ回
目
∞
〉
と
世
親
ハ
m
h
∞
〉
と
の
間
三
世
紀
の
終
よ
り
回
世
紀
の
初
頃
の
と
と
aA

な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
此
の
点
に
就
て
は
筒
ほ
幾
多
の
研
究
を

要
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
す
る
も
龍
樹
以
後
世
親
以
前
堅
立
の
閣
に
正
本
の
党
本
は
、
法
華
の
二
一
製
作
働
の
延
長
乃
至
出
締
と
し
て

勝
又
大
論
の
女
人
成
側
、
入
大
衆
論
の
悪
人
成
俳
の
要
求
に
容
へ
て
、
悪
人
女
人
の
成
仰
を
添
加
し
て
法
撃
の
法
袋
を
更
に
具
体
化
し
た

も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

柑
ほ
本
論
と
法
端
部
本
の
成
立
に
就
て
考
ふ
べ
き
と
と
は
、
三
平
等
の
下
の
授
肥
に
如
来
犯
と
蒋
際
肥
を
分
ち
、
不
純
品
を
以
て
菩
醗

配
に
配
し．

仙
犯
に
は
曲
川
越
の
如
く
将
機
、
授
記
、
五
百
、
入
龍
、
挺
婆
の
五
回
聞
を
配
し
て
居
る
が
、
前
拘
挫
婆
の
無
怨
惑
に
依
る
仰
記

を
示
し
た
る
論
の
次
の
・文
に

の
文
に
連
ね
て
不
粗
品
の
窓
口
醸
記
を
明
し
て
居
る
が
、
此
の
中
比
丘
尼
の
授
詑
は
経
文
と
し
て
は
勧
持
口
m
の
前
半
陀
説
く
所
で
あ
る
。
併

し
次
の
諸
天
女
の
授
記
に
就
て
は
論
文
甚
だ
明
了
を
歓
く
が
、
お
群
は

「論
疏
」

下
に

法
華
文
中
不
b

見
＝
天
女
得
龍
二
或
可
下
即
銘
＝
龍
女
－
今
講
中
天
女
上
。
（
四
O
A
L
A）

と
穂
し
、
慈
売
の

『
部
日
記
天
所
レ
佼
故
、
論
家
泊
名
＝
天
女
－
』
ハ
「
金
銭
」
問
主
宵
〉
と
謹
ペ
、
更
に
論

の
「
比
丘
尼
及
諸
天
女
」
の
文
立
を
法
師
品
の
『
無
主
持
天
髄
王
夜
叉
‘
乃
至
如
円
起
噂
類
ル
至
一
念
随
菩
者
智
奥
＝
授
配
－
』
の
文
に
及
ぼ

「
＝
一
千
等
議
」

は
右
の
文
に
依
て

し
亦
法
師
品
中
言
H

八
部
等

一
切
開
レ
経
皆
興
＝
授
偲
－
、
協
＝
此
文
立
－
m何
b

有
＝
天
女
二
或
但
此
経
過
肥
尉
即
探
＝
天
女
－
非
レ
応
－
二
品
目
、〈「
全

上
」
王
J

と
述
ぺ
て
、

論
の
五
種
仰
詑
を
別
把
、
供
時
記
、E

一
時
記
、
無
怨
記
．
通
犯
と
分
ち
、
比
丘
賭
天
を
趣
肥
と
た
し
法
師
、提
婆
、
鋤
持
の
三

法

輔

申

磁

の

研

究

一
七



法
制
巾
鈴
の
回
附
究

‘ 

F、、

更
に
提
婆
品
協
入
に
就
て
思
ひ
営
る
の
は
、
菩
鮮
が
「
法
華
義
疏
」

一
に
第
四
論
品
有
無
の
下
什
開
の
妙
本
は
元
来
提
婆
を
猷
く
二
十

品
に
配
し
て
居
る
。
論
文
従
容
な
る
放
に
斯
く
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

七
品
本
な
る
と
と
を
述
ぶ
る
に
E
ら
く
三
義
を
部
げ
、

一
に
流
沙
以
来
此
口
問
無
し
、
こ
に
級
什
の
略
持
．
一
ニ
に
質
峰
、
提
接
、
勅
持
三
品

の
生
起
に
約
し
て
之
を
述
べ

て

見
賀
塔
品
命
レ
持
、
而
持
品
臨
レ
命
言
勢
相
接
、
而
忽
間
以
＝
扱
艶
述
多
『
則
文
似
レ
非
。
ハ
三
間

2
4）

と
提
袈
の
献
本
に
就
て
は
党
本
と
も
得
者
と
も
、
そ
の
点
は
終
答
と
し
て
明
か
で
友
い
が
、

費
塔
品
の
三
簡
の
告
勅
に
釘
し
て
持
品
の
隠

命
の
あ
る
は
、
口
川
K

の
生
起
か
ら
凡
て
誠
に
肉
然
で
あ
っ
て
、
中
聞
に
前
後
と
連
絡
な
き
提
接
部
女
の
成
仰
を
説
く
此
ロ
聞
を
押
入
す
る
と

と
は
非
な
り
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
法
華
は
先
づ
必
品
ま
で
の
二
十
一

品
が
成
立
し
、
之
れ
に
讃
王
以
下
が
次
第
に
添
加
せ
ら
れ

て
妙
本
の
如
き
二
十
七
品
本
と
な
り
、
そ
の
後
大
論
の
女
人
成
仙
、
入
大
衆
論
の
諮
人
成
俳
等
時
代
の
要
求
に
答
へ
て
、
此
の
こ
つ
を
一

品
に
鹿
っ
た
提
聾
円
叫
が
加
へ
ら
れ
て
、
五
法
車
部
の
二
十
八
円
聞
本
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

以
上
の
所
設
に
依
て
法
華
論
は
粗
ぼ
正
法
華
と
同
系
統
の
党
本
医
依
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
内
容
と
そ
の
寝
相

上
米
本
命
の
所
依
を
明
に
し
た
る
放
に
、
以
下
本
論
の
組
織
に
就
て
之
を
述
べ
、
次
で
本
論
を
廻
る
間
闘
に
就
て
研
究
を
進
め
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
本
論
故
初
の
疏
た
る
誌
鮮
の

「法
華
論
疏
」
に
就
て
見
る
に
、
由
来
諒
群
は
諭
の
所
依
を
以
て
妙
本
と
別
本
と
す
る
放

に
、
先
ヲ
南
経
の
岡
田
開
を
排
し、

次
に
進
論
に
就
て
龍
樹
の
大
論
と
比
し
其
の
態
度
の
不
同
を
明
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
先
づ
雨
粧
の
悶

異
に
就
て
は



経
同
凹
持
者
、
即
雑
什
所
搾
及
留
支
所
出
論
之
経
、
共
文
不
同
凡
荷
＝
五
福
－
。
（
凶

O
支
J

と
遮
ぺ
、
序
品
の
下
に
於
て
は
一
に
部
経
時
論
組
関
と
町
村
し
、
こ
に
杭
い
能
債
而
前
川
臨
時
と
什
持
方
制
限
口
川
十
如
と
論
の
冗
門
十
何
に
就
て
辿

ペ
、
＝
一
に
歎
菩
臨
に
就
て
経
同
無
眠
時
と
判
じ
、
四
に
日
間
次
の
前
後
民
就
て
は
娯
口
附
の
位
置
に
就
て
『
搬
什
依
＝
於
義
意
－
n
氾
故
在
b

前
、
天

親

M
＝
経
常
法
－
所
以
在
レ
後
』
と
什
公
移
品
設
を
な
し
、

五
に
批
u
門
口
m
に
於
け
る
六
十
二
億
恒
何
沙
数
を
什
需
は
菩
峰
、
論
文
は
俳
と
せ

る
咽
仲
田
刊
に
就
て

経
什
依
＝
経
文
－
搾
レ
之
故
一広
＝
菩
薩
ヘ
論
受
＝
議
窓
－
歎
＝
締
持
制
平
等
－
、
顕
E

初
地
強
固
蕗
得
＝
民
如
法
身
－
故
即
日
店
側
、以
日硯
昔
奥
－
L
ハ
十
二

億
法
身
不
二
二

故
言
＝
繭
4
1
等
－所
以
栂
L

俳
。
〈
企
上〉

等
と
述
べ
て
居
る
が
、

一
、
一
二
、
四
に
就
て
は
訳
ね
て
迷
ぷ
る
必
要
も
な
い
が
、
第
二
の
十
如
十
何
陀
就
て
は
古
来
相
等
問
題
の
存
す
る

所
で
あ
る
放
に
後
に
譲
り
、
悲
し
第
冗
の
菩
臨
仰
の
津
山
開
花
就
て
は
、
『論
取
＝
誌
な
－
歎
特
』
と
述
べ
て
居
る
が
、

’若
し
竪
意
の
「
入
大
飛

論
」
下
に
依
れ
ば
矢
掛
今
の
文
に
就
て
『
若
的
＝
法
身
－
即
間
二
切
色
身
二
如
下
俳
於
＝
法
華
経
中
－設
k
』
と
設
き
、
更
に

何
以
故
、
以
g
共
位
階
十
地
特
＝
俳
法
身
－
、
亦
名
＝
菩
薩
－
亦
名
儒
レ
仰
‘
以
＝
日
記
放
で
知
法
身
窃
レ本
、
無
H
X色
身
皆
依
＝
法
身
日
而
現
化
出。

〈一二一一阿久〉

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
菩
鹿
を
法
九
坊
に
約
し
て
併
と
段
い
た
も
の
で
、
全
く
義
意
に
依
る
歎
締
で
あ
る
が
、
此
の
点
は
、
恐
ら
く
中
間
仮
に

た
き
如
来
蹴
思
想
に
依
る
も
の
で
、
中
観
祇
の
所
依
た
る
法
華
が
他
の
如
来
政
思
想
に
依
て
部
さ
れ
た
る
が
た
め
で
る
る
。
放
に
天
台
は

「
文
何
」
に
今
の
「
入
大
呆
愉
」
の
文
を
引
き
『
削
菩
醸
』
と
解
し
。
〈
三

O
k－
－
妙
梨
は
論
文
艇
と
な
す
滑
に
封
し

今
一式
不
レ繭
、
彼
印
刷
平
等
宥
有
＝二
冊側議－
、

一
信
力
故
、
二
母
・
立
知
故
。
心
力
彼
一
二
宥
求
下
我
如
z
m盤
け
司
部
党
信
上
故
、
二
生
＝
恭
敬
心
一

如
＝
彼
功
徳
－
我
亦
得
放
。
ニ
畢
克
知
者
決
定
知
－
司
法
関
ケ
故
、
法
界
者
名
箆
－
－
法
身
二
初
地
菩
薩
能
控
＝
入
一
切
符
俳
平
等
身
－
故
、
平
等

法

相
申
槍
の

研

究

ブb



法

制

中

紛

の

研

究

こ

O

身
者
間
民
如
法
身
、口
疋
故
受
＝
持
観
世
昔
日
興
＝
六
十
二
億
恒
沙
諸
僻
功
徳
－無
L

義
。
今
額
以
b

此
験
知
須
レ
依
＝
回
鶴
二
何
者
於
＝
二
義
中
－信

カ
約
b

事、

m申
立
約
レ
理
、
事
理
相
資
方
成
＝
所
念
ユ
ハ
全
上

－J

と
妙
繋
は
天
台
の
質
相
の
回
理
を
轄
す
る
に
、
起
信
論
の
民
如
縁
起
の
如
来
蔵
思
想
を
話
取
し、

十
地
修
詮
の
過
程
よ
り
す
れ
ば
経
交
の

如
く
菩
睡
で
あ
る
が
、
絶
待
信
の
事
と
母
党
知
の
訓
叫
に
依
れ
ば
僻
と
解
し
得
と
な
し、

後
の
理
と
は
正
し
く
如
来
蹴
思
想
に
依
h
y
、
都
圏

相
資
を
悶
敬
世
相
の
義
と
解
し
た
の
で
る
る
。
随
っ
て
質
納
得
宗
の
法
華
を
躍
す
る
に
営
っ
て
、

堅
意
以
来
如
来
識
思
想
が
次
第
に
混
入

せ
ら
れ
就
中
本
論
に
至
っ
て
許
し
く
之
を
見
る
に
至
っ
た
と
と
を
設
す
ぺ
き
で
あ
る
。
之
に
就
て
は
後
に
越
ぺ
る
と
と
L
す
る
。

若
し
次
の
龍
樹
と
の
謹
論
の
不
同
に
就
て
は
、
龍
樹
は
大
論
に
見
る
如
く
何
等
閑
牢
の
段
・
な
く
、
直
ち
に
随
口
問
解
稗
の
樟
相
な
る
に
・封

す
れ
ば
、
社
親
は
本
論
b
L
糊
す
る
に
首
っ
て
先
づ
附
章
を
明
し
、
次
陀
僻
刷仰
に
入
っ
て
居
る
が
、
開
特舶
に
就
て
は

天
親
大
関
＝
此
経
－
凡
有
＝
三
十
二
章
二
所
レ
言
三
十
二
章
者
、
即
序
品
七
分
、
方
便
品
五
円
所
間
十
二
也
。
従
＝
嬰
轍
品
－
党
＝
貸
塔
品
二

破
＝
十
蹴
病
－
利
＝
徒
十
人
－即
十
段
也。

相悦
＝説
本
目
立
－
二
経
－
明
＝
十
線
上
－U
A
有
＝
十
立
ヘ

故
合
成
z
三
十
二
－
也
。
（
問
O
M
J

と
述
べ

て
、
序
品
の
七
成
就
、
方
便
品
。
五
一
示
現
を
合
し
て
十
二
章
、
次
で
七
喰
三
平
等
を
合
し
て
十
輩
、
十
無
上
を
十
意
と
敏
へ
て
三

十
ニ
ポ
を
成
ゃ
る
の
で
あ
る
。
併
し
と
れ
は
叫
に
論
の
五
科
を
敏
へ

た
る
の
み
で
、

一
経
の
開
立
と
し
て
は
惟
叫
た
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る

若
し
停
敬
の
「
法
華
論
科
文
」
に
依
れ
ば
．
古
来
の
経
論
解
轄
の
例
に
習
っ
て
序
正
流
通
の
三
分
設
に
依
り
、
最
初
の
七
成
就
を
序
分

と
し
、
次
の
五
示
説
、
七
晴
、
三
千
等
と
十
無
上
中
前
の
九
無
上
迄
を
王
山
部
分
と
な
し
、
第
十
勝
妙
義
無
上
b
L
75

m

及
び
流
泊
と
な
し
、

流
通
中
に
法
力
修
行
力
の
二
科
を
各
五
章
に
分
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
体
教
は
「
守
護
意
」
中
之
下
に
論
の
五
分
と
今
の
三
分
と
に
就
て

『
方
似
品
五
分
天
佑
一
義
科
、
正
説
得
三
刷
支
那
義
段
』
（
「金
集」

一
き
J

と
品
の
五
分
と
今
の
三
分
と
の
相
越
を
示
し
、
若
し
今
の
統
泊

分
中
論
文
は
法
身
の
次
に
．史
に
持
カ
に
三
法
門
を
分
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

叉
智
詮
は
「
法
嘩
論
記
」

に



第
一
一
此
開
＝
本
文
－
索
、
大
分
舟
b

二
、
第
一
定
締
＝
経
文
－
、
第
二
料
開
組
結
雨
段
。
第
一
一
北
側
柑
＝
経
文
－
者
一
部
始
終
都
有
－
左
京
司
、所
訓

七
成
、
五
分
、
七
除
、
三
半
、
十
無
上、

総
成
三
二
十
二
義
門
－
。
以
＝
七
成
就
－
分
＝
別
序
品
二

以
＝
瓦
示
現
－
m仰
＝
方
便
口
則二

以
＝
後
三

設
R
A
以
流
通
－
。
ハ
「
ゐ
一
集
」
上
－
）

常
甲
制
一
＝
蹄
飴
nm
－
。
今
准
＝
本
経
文
－
分
＝
三
段
－
、
初
七
成
就
詩
＝
初
説
分
ヘ
冗
現
七
時
三
千
九
無
上
儒
＝
正
設
分
一
。
第
十
勝
妙
義
逼
＝
正

と
体
教
の
科
文
の
・
訟
を
述
ペ
て
居
る
如
く
、
仰
敬
と
金
川
で
る
る
。
併
し
体
数
料
に
於
て
は
玲
の
流
泊
分
に
相
等
す
る
、
第
十
勝
妙
カ
無

上
り
下
に
於
て
、
論
は
法
力
の
五
、
持
カ
の
一
二
、
修
行
力
の
五
の
十
三
示
を
分
っ
て
居
る
が
、
体
教
の
科
は
全
く
持
カ
を
逸
し
〈
「
全
集
」

二
R
J
て
昂
る
の
で
る
る
。

今
世
親
の
法
難
命
の
所
依
本
を
以
て
叩
且
ら
く
｝
止
法
都
中
挺
婆
nm別
聞
の
二
十
八
日
開
本
と
な
し
、
仰
敬
等
の
粧
の
三
分
続
に
単
じ
て
論

序

の
三
十
二
立
を
分
割
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

分

五

｜示
現

成

就

七

五

刀t

法

制

治

の

椀

究

lE 

琉

泊

分

分

三

平

等

九

無

上

勝
妙
三
カ

現

悶

l喰

火

宅

}}I] 

把

子
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窮ffi 

時

積

子
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上
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更
に
体
敬
の
「
科
文
」
は
方
便
品
の
広
一示
現
の
下
に
凶
十
冗
節
あ
り
と
た
し
、

, I 

・
以
上
の
如
く
論
は
経
の
三
段
、
論
の
冗
分
に
経
れ
ば
右
の
如
く
三
十
二
宮
で
あ
る
が、

論
は
大
綱
に
依
て
椋
す
る
放
に
必
ゃ
ー
も
経
文
と

一
致
し
た
い
の
で
あ
る
。

• 

冗
英一
八
茜
四
七
成
、
二
五
何
等
三
附
凹

〈「金
銭
」

二
Z
J

と
時
舗
を
な
し
、
知

一
歎
妙
法
分
（
妙
法
功
徳
）
の
下
に
於
て
盤
拡
一
深
の
五
、
阿
合
甚
深
の
八
を
計
し
て
十
三
筒
、第
二
の
歎
法
師
分
（如

来
功
徳
〉
の
初
の
設
の
阿
並
に
問
中
郡
川
の
七
即
ち
州
七
成
の
十

一
節
、
次
の
詮
の
下
十
如
に
相
等
す
と
い
ふ
二
五
の
何
等
の
十
節
計
二

十
一
節
を
数
ふ
る
が、「
科
文
」
の
本
文
に
は

『亦
有
二
十
三
節
L
K
作
り
、
第
三
定
知
分
の
三
節
、
第
附
決
定
分
の
問
節
即
ち
三
問
問

を
、
第
間
決
定
分
を
本
文
は

『
一
節
』
と
な
す
故
に、

開
文
と
時
矧
と
は
お
の
如
く

法
明
市
鎗

の

研

究
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文
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山
二
一
〉

， 

法

制

哨

鈴

の

研

究

二
内

ハ一

一）

ハ一一〉

〈＝一〉

ハ問〉

〈五）

ハ計〉

時

煩

四

l国

｜凶

Ji 

ム
ロ
設
せ
守
、
叉
胴
伸
文
「
二
五
何
等
」
の
聴
の
下
に
於
て
も
『
答
有
＝
三
義
－
也
』
の
下
に
は
脱
文
が
あ
っ
て
叡
み
下
し
件
ぬ
の
で
あ
る
。

就
中

停
敬
は
泉
品
を
経
末
よ
り
紳
カ
の
次
に
掠
り
上
げ
た
の
は
、
会
く
本
論
の
所
依
を
妙
本
な
す
に
治
療
す
る
論
文
を
強
い
る
謬
躍
で
あ
る
。

要
す
る
に
論
文
は

一
程
中
序
と
方
便
と
を
詐
精
し
、
除
品
は
所
設
の
法
問
の
喪
を
撮
っ
て
、

一
粧
を
概
説
す
る
敢
に
金
休
に
瓦
っ
て
仰

せ
ざ
る
の
み
た
ら
歩
、

全
体
よ
り
日
比
れ
ば
方
便
品
中
心
の
法
第
概
論
と
も
い
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
若
し
序
品
の
七
成
就
の
中
第
三
時
五
成
就

・
の
下
に
於
て
は
、
此
大
衆
修
多
難
は
誕
深
の
功
徳
を
樹
示
ず
る
放
に
十
七
の
異
名
あ
り
と
な
し
、

一
無
抗
議
粧
、
二
故
勝
修
多
難
、
一
ニ
大

方
民
経
、
問
敬
菩
醸
法
、
五
仰
所
謎
念
、
六
一
切
賭
僻
秘
密
法
、
七
一
切
諸
仙
之
蔵
、
八

一
切
諸
俳
秘
結
庭
、
九
能
生
一
切
諸
働
経
、
十

一
切
荷
仰
道
場
、
十
一
一
切
緒
僻
所
締
法
輪
、
十
一
一
一
切
諸
俳
謹
念
舎
利
、
十
＝二

切
諸
働
大
巧
方
便
経
、
十
四
設
一
一
架
経
、
十
五
第
一

義
位
、
十
六
妙
法
蓮
華
経
、

十
七
れ
以
上
法
門
、
ハ
二
六
J
等
と
一
経
所
設
の
法
議
を
摘
州
し
て
そ
の
異
名
と
な
し
『
此
十
七
何
法
門
赴
組
、

飴
何
円
記
別
』
と
説
い
て
居
る
が
、
後
の
天
台

「玄
義
」
の
組
閣
制仰の

R
E玄
哉
は
此
の
窓
を
枇
も
合
法
的
に
挽
い
た
も
の
で
あ
る
。

若
し
方
便
品
の
五
一
示
現
の
下
に
於
て
は
、
俳
救
は
「
科
文
」
に
「
五
県
八
甚
凶
七
成
、
二
五
何
等
三
問
問
」
の
同
十
五
立
に
分
っ
て
此
の

一
品
を
糊
し
て
居
る
が
、
前
述
の
如
く
世
親
法
華
論
の
問
題
は
此
の
－

段
に
存
す
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
論
は
先
づ
方
便
品
の
時
開
三

顕
一
の
長
行
の
文
を
悲
げ
、
以
下
五
示
現
に
約
し
て
制
作
し
て
居
る
が
、
経
文
に
は
妙
木
に
比
し
て
相
等
の
相
越
が
あ
り
、
就
中
長
行
の
前

分
に
於
て
は
相
等
同
文
が
繰
り
返
さ
れ
て
居
る
に
徴
し
て
、
什
需
本
妙
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
る
と
と
は
、
判
然
知
る
と
と
が
川
来
る
。

以
下
本
愉
の
中
心
と
も
い
ふ
ぺ
き
瓦
一
示
現
の
下
の
大
綱
を
示
さ
ば
光
の
如
く
で
あ
る。



五
一
不
現

、、ノ

、

‘ノ

コ
妙
法
山
引
純
分
ハ
諸
仰
智
器
下
）
二
、

一
詮
兆
一
深
五
・
二
阿
合
法
慌
八
、
日

二
、
如
来
功
徳
分
〈
五
回
従
成
働
下
〉
二、

一
泊
法
成
就
凶
：
：
：
七
、

二
詮
法
成
就
二
五

〈
十
何
郡
五
双
十
八
何
〉
幻

r
、

r
、

三
、
大
衆
・起
同
紙
分
（
．
陥
時
大
衆
下
）
三

問
、
如
来
決
定
分

（師
時
仰
本
下
〉
四
；
：
：
（
六
J

＝一
；：：
（問〉
日

瓦
、
説
法
問
探
分
〈
五
削
必
惟
下
）
問

右
の
如
く
五
科
五
八
、
同
七
、
二
五
、
三
附
問
。
計
四
十
王
簡
と
な
る
の
で
る
る
が
、
若
し
そ
の
他
の
京
妥
な
る
第
間
決
定
分
の
問
科
中

故
後
の
興
税
同
下
の
六
科
．
又
六
科
中
筋
＝
二
大
事
因
縁
の
下
の
開
示
悟
入
の
問
科
を
数
ふ
れ
ば
、

川氏
に
十
簡
を
加
へ
五
十
王
簡
と
な
る

の
で
あ
る
o
E
K
次
の
三
和
中
七
論
十
無
上
は
粗
ぽ
文
意
P
L
解
し
得
る
が
、
本
論
中
問
題
の
中
心
と
な
る
の
は
三
平
等
の
下
で
あ
る
c
－

m

来
三
千
等
は
三
種
染
位
。
人
の
三
蹴
倒
信
等
極
k

衆国冊
、
世
間
混
川崎
典
、
彼
此
身
開
時
を
除
か
ん
が
た
め
に
設
け
る
三
千
等
で
あ
る
が
、
若

し

一
経
の
上
か
ら
見
れ
ば
世
相
乗
平
等
を
設
け
る
遮
門
の
闘
三
顕

一
と
、
法
身
内
芳
子
等
を
説
け
る
本
門
の
間
近
頴
速
を
説
く
に
、
中
間
の

賓
峰
品
の
多
貸
如
必
の
法
身
．
や
等
に
依
て
説
い
た
と
と
は
、

と
れ
従
相
必
の
代
表
桜
山
内
と
関
さ
れ
た
る
法
華
を
解
す
る
に
、
如
紫
斑
思
想

を
以
て
解
し
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
此
の一

事
が
雨
後
の
法
華
思
想
史
に
重
大
影
響
を
輿
へ
た
の
で
あ
る
が
、
設
家
中
か
L
る
思
想
を

最
初
に
収
り
入
れ
た
の
は
恐
ら
く
列
の
術
印
ハ
m
む
〉
の
「
法
華
疏
」
で
あ
ら
う
。
骸
疏
は
現
存
し
た
い
故
に
そ
り
思
想
内
絡
を
判
然
す
る
と

と
は
不
可
能
で
あ
る
が、

諒
鮮
の

「
法
部
議
疏
」

印
法
制
附＝
此
粧
－
凡
詩
＝
四
段－
、
序
nm潟
L

序
．
従
＝
方
便
口
m
－
党
＝
安
梨
行
円
川
目十
二
品
開
三
瓶
一
明
z
長
方
便
乗
良
質
ぺ

歪
＝
分
別
功
億
円
川
摘
勅
説
偽
以
前
九

雨
品
本
側
近
細
越
明
＝
身
方
便
身
庇
紅
－、従
＝分
別
功
徳
品
－
・
党
レ経
是
流
通
分
也
。
〈
三
凶
d
＝）

と
あ
る
に
依
て
明
か
で
あ
る
。
誌
鮮
の
「
義
疏
」
も
亦
之
に
・依
て

一
経
乞
科
し
、
謎
門
を
燕
方
便
泊県
民
紅
〈
所
長
之
法
）
、本
門
を
身
方
似

t乞

川
山
凡
品
川

U
川
円
川

d沼
1

－7
4
1

1

法

務

諭

の

研

究

二
五



法

務
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の

研

究

一一....... ，、

九M
民
紅
（
能
呆
之
人
）
と
分
ち
、〈
企
上
岡
支
）
若
し
「
法
楽
統
時
」
の
如
き
大
体
法
華
論
の
部
立
に
依
り
一
経
を
穂
し、
序
品
を
説
敬
関
総
分
、

方
制
限
よ
り
故
後
地
H

賢
u
聞
の
大
半
を
正
説
分
、
同
品
格
「
働
溝
口
泌
総
」
の
下
を
信
受
容
行
分
と
な
し、

就
中
正
設
分
に
於
て
は
方
使
よ
り川派

口
問
ま
で
仰
法
〈
mち
、難
王
品
以
下
を
菩
醸
法
（
因
）
と
二
分
し
、更
に
果
分
た
る
俳
法
の
下
に
於
て
次
の
如
〈一
二
分
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

{i,l~ 

二
品
府
間
質
（
所
－
刑
法
〉
｜
｜
方
便
日
法
師
品

法

ム
二
身
構
従
（
能
乗
人
〉
｜
｜
費
塔
H
安
業
品

r

三
ね
椛
従
（
能
浪
人
〉
｜
｜
涌
川
H
帰
以
円
川

上
述
。
如
く
法
華
の
正
宗
を
以
て
悉
く
間
取
と
し
て
の
僻
法
と
判
し、
袋
五
品
以
下
の
菩
隆
法
に
封
し
た
の
は
、
と
れ
賓
塔
品
の
多
費
如
来
の

法
山
河
を
組
一
切
の
理
と
解
し
、長
身
千
等
ル
歪
世
間
出
艶
千
等
の
思
組
を
日比
る
に
歪
れ
る
は
、
と
れ
全
く
世
耕
の
如
来
蹴
忠
組
よ
り
来
れ
る

と
と
は
明
か
で
る
る
。
即
ち
論
文
三
平
等
の
搾
に
『
不
レ知
＝
彼
此
仰
性
法
身
悉
平
等
－
故
』
と
も
、亦
『
以
＝
働
法
身
際
問
法
身
平
等
無
－
異

故
梨
＝
授
祖
－
、
非
日即
日
ず
見
修
行
功
徳
－
』
〈
二
六
む
等
と
設
け
る
に
依
て
明
か
で
あ
る
。
故
に
如
来
政
法
九
討
の
休
に
約
す
れ
ば
飛
身
ル

至
世
間
浬
繋
は
チ
等
で
あ
り
、
随
っ
て
六
位
授
記
も
可
能
で
あ
る
。
併
し
若
し
修
詮
に
依
れ
ば
三
乗
各
別
な
る
放
に
、
五
示
現
の
第
四
決

定
分
。
下
飛
に
依
る
三
一
梨
各
別
を
設
き

一
乗
休
お
所
論
持
仰
如
来
千
等
法
身
、
叶
似
諸
艶
聞
砕
支
仰
衆
非
＝
彼
自
今
等
法
山
河
之
休
二
以
＝
悶
川
市
行
翻
不
同
－故
。
〈
二
｛
ハ
ポ
〉

と
議
－R
飛
に
は
行
典
の
あ
る
と
と
明
し
。
若
し
凶
仰
知
見
を
締
す
る
に
詑
つ
て
は
、
・開
示
悟
入
を
無
上
、
問
、
不
知
、
設
地
の
閲
誌
に
約

し
、
問
就
中
O
示
俳
知
比
の
み
は
如
来
成
法
九
月
同
に
寄
せ
、
他
は
悉
く
飛
に
や
可
せ
て
説
い
て
居
る
の
で
あ
る
。

か
く
本
弘
仰
は
如
来
雌
思
訟
に
立
脚
す
る
般
に
、
如
来
蹴
即
ち
仰
性
を
根
桜
と
し
て
授
配
を
興
ふ
と
品
く
の
で
あ
る
が
、
論
文
は
昨
刷
に

決
定
、
情
上
位
、
退
菩
提
、
憾
化
の
同
種
を
分
ち

I 



若
決
定
者
哨
上
陸
者
二
種
韓
問
、
根
未
レ
熟
故
不
b

興
＝
授
記
－
。

C
一六
J

と
決
定
等
を
線
未
熟
に
依
る
不
配
と
設
け
る
を
、

本
論
が
怯
親
の
逝
論
な
る
よ
り
今
の
決
定
を
後
世
唯
識
の
紹
耶
縁
起
五
性
各
別
訟
に
依

る
決
定
性
と
解
し
、
法
華
論
の
決
定
眼
目
間
不
作
仰
の
論
を
た
し
、
性
相
商
家
に
於
て

一
三
概
世
の
論
静
を
展
開
せ
る
は
、
之
会
〈
本
論
の
如

， 

来
識
思
想
に
立
脚
せ
る
と
と
を
明
め
さ
る
に
由
来
す
る
も
の
で
る
る
。
由
来
如
来
蹴
思
想
は
位
相
論
と
総
起
論
と
の
中
聞
に
慌
は
る
故
に
、

本
論
を
担
っ
て
此
の
論
評
の
あ
る
と
と
は
ま
た
止
む
を
特
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
本
論
を
削
る
一
一
一
一
一間
ぽ
に
就
て
述
べ
る
と
と
に
す
る
。

四
、
五

種
法

と
十

如

， 

前
越
の
如
く
本
論
は
法
撃
の
質
相
論
を
如
来
識
思
想
を
以
て
稗
せ
る
迩
門
中
心
の
樟
論
で
、「三一
甑
義

一
相
、無
投
乗
唯
一
俳
乗
無
二
一
衆
」

ハこ
んハ

d
h

〉
の
旨
を
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

之
を
明
す
に
方
便
品
の
五
一示現
に
依
っ
て
居
る
が
、
就
中
総
相
た
る
第
一

の
妙
法
功
徳
力
と

別
相
た
る
第
二
の
如
来
功
徳
力
に
依
て
共
D
大
休
を
知
る
と
と
が
出
来
る
。
即
ち
穂
相
の
下
に
於
て
は
俳
智
所
授
の
妙
法
を
以
て
諮
悲
深

と
設
き
、

言
＝
甚
深
－者
此
是
綿
相
飴
別
相
、
乃
至
何
者
甚
深
謂
大
菩
提
、
大
菩
提
者
如
来
所
詮
阿
縛
多
羅
三
薮
三
菩
提
故

ハ二
六
日
〉

ー
と
蜘仰
せ
る
如
く
菩
醸
第
十
地
所
設
の
一
切
額制引
を
以
て
静
甚
深
の
妙
法
と
注
し
、
次
の
第
二
如
来
功
徳
分
陀
は
税
法
と
醗
法
、
即
ち
能
設

所
設
の
相
封
た
る
別
相
に
約
し
て
、
能
設
の
一
切
種
目
炉
円
を
詮
事
深
、
そ
の
所
設
を
以
て
法
華
の
経
休
た
る
修
設
の
世
相
と
設
い．て
居
る
の

で
あ
る
。
然
る
に
論
所
引
の
経
文
に
は

会
利
弗
、
唯
働
如
来
知
二
切
法
一
、
唯
仰
如
来
能
設
二
切
法
一
。
何
等
法
、
云
何
法
、
何
似
法
、
何
相
法
、
何
体
法
、
何
等
、
一玄
何、

何
似
、
何
相
、
何
休
、
如
レ
是
等

一
切
法
、
如
来
現
見
非
＝
不
現
見
、
合

一
六
伊
〉

法

務

論

の

究

研

七

' 



法

輪

中

鈴

の

静

究

一一
八

ー

と
続
き
、
妙
法
華
の
『
唯
仰
興
俳
乃
能
究
輩
、
諸
法
世
相
所
前
諸
法
‘
如
是
相
、
性
、
休
、
力
、
作
、
図
、
級
、
果
、
報
、本
来
究
党
等
』
と

設
く
十
如
と
は
異
る
放
に
、
古
来
之
に
射
し
て
五
和
相
又
は
十
何
と
呼
ん
で
居
る
。
然
ら
ば
同

一
党
本
と
比
倣
さ
る
h

正
法
措
は
如
何
と

い
ふ
に、

彼
経
に
は

如
来
骨
了
時
法
所
山、

従
何
附
来
、
時
法
自
然
、
分
別
法
貌
、
然
相
根
本
、
知
法
自
然
リ（
九
六八
）

と
需
し
持
法
を
五
伺
に
約
し
て
開
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

若
し
雨
後
需
の
「
新
持
法
謀
総
」
吃
依
れ
ば

合
利
子
ょ
、
唯
如
来
の
み
如
来
の
法
を
数
へ

、
唯
如
来
の
み

一
切
法
を
も
知
れ
り
、
持
法
は
何
ん
ぞ
や
、

持
法
は
云
何
ん
ぞ
や
、
消
法

は
何
の
知
き
や
、
諸
法
は
如
何
な
る
相
あ
り
や
。

諸
法
は
如
何
な
る
・自
性
あ
り
や
。
諸
法
は
何
ん
ぞ
や
、
一冗
何
ん
ぞ
や
、
何
の
如
き
や

‘如
何
た
る
相
あ
り
や
‘
如
何
な
る
自
性
あ
り
や
と
、
此
等
の
諸
法
に
於
て
唯
如
来
の
み
現
在
の
守
護
者
な
り
。
（
問

O〉

と
矢
強
十
何
に
約
す
る
と
と
金
く
論
所
引
と
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て

論

K
は
『如
来
知
一
切
法
』
と
誘
い
て
五
積
法
を
以
て
共

に
悌
抑H
附
置
と
し
て
居
る。
妙
本
の
『唯
俳
興
俳
ル
能
究
謹
』
、五
本
の
『
如
来
符
了
』
と即
興
花
川
義
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
即
ち
法
謹
湾
の
五

本
は
『如
来
皆
了
諸
法
所
由』
と
説
き
、
そ
の
内
容
を
以
て
『従
何
所
来
、
諸
法
自
然
、
乃
至
根
本
、

知
法
自
然
』
と
、
所
設
の
法
を
十
如
の

時
議
英
語
を
以
て
説
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
論
所
引
の
経
に
就
て
見
る
に
前
辿
の
如
く
、
T
W
4

本
と
同

一
一
党
本
の
如
く
忠
は
る
L

の
で
あ
る
。
若
し
五
種
法
の
点
に
就
て
は
、
添
品
法
撃
と
同

一
系
統
の
党
本
と
思
は
る
t
新
涼
法
華
と
粗
ぽ
一

致
し
、
叉
妙
本
の
十
如
と

．
 

本
論
の
十
仰
と
は
且
ら
く
向

｛
と
な
す
も
、什
公
が
因
縁
泉
州根
本
末
究
党
得
と
飽
く
迄
所
諮
法
と
な
す
に
到
し
、新
祁
の
「
守
謎
者
」
の
・な

は
判
然
し
た
い
が
。
本
論
研
引
の
経
文
に
は
『
如
来
現
見
非
不
現
見
』
と
あ
り
、
叉
論
に
「
言
＝従
相
－索
、
制
如
来
磁
法
身
之
休
、
不
狸
諮

故
」
ハ
一
一
六
J
と
あ
る
に
依
れ
ば
、論
は
如
来
殿
思
想
に
立
脚
す
る
と
同
時
に
非
不
現
比
の
自
然
法
の
如
く
も
僻
し
仰
ら
れ
る
の
で
る
る
。

更
に
此
に
問
題
と
た
る
は
世
相
の
属
性
と
も
い
ふ
べ
き
、
妙
本
の
十
如
と
論
の
五
種
法
ル
至
十
何
と
の
岡
田
刊
で
あ
る
。
妙
本
の
十
如
は



玄
議
こ
に

． 

南
岳
師
讃
＝
此
文
－
皆
一
宮
レ
如
、
故
呼
篤
＝
十
如
一
也
（
二
上
れ
。
一
一一一一一同
弓〉

と
い
ふ
に
起
る
の
で
あ
る
が
、

若
し
冗
積
法

kmて
は
論
に
説
法
と
積
法
と
の
こ
稲
に
約
し
て
瓦
新
法
を
説
い
て
居
る
が
、
体
敬
は

「
科

文
」
に
之
を

『
用
＝
二
五
何
等
何
一
種
目－経
十
如
是
－
文
也
』

（「全
集
」

二同
九八）

と
蜘押
し、

詮
民
は

「
文
何
私
記
」

一一
一
本
に
『
論
十
何
最
十
・

如
』
〈
「
働
金
」
一
一
一
員
J

と
離
し
て
何
の
般
に
寄
せ
て
十
何
と
呼
ん
で
居
る
。
然
ら
ば
此
の
十
何
と
十
如
の
同
臭
如
何
に
就
て
は
如
何

と
い
ふ
に
、
上
備
の
如
く
妙
本
は
十
如
、
論
文
は
五
額
法
十
何
で
あ
り
、
添
品
と
問
『
系
統
と
思
は
る
L
新
持
法
華
経
も
矢
張
X
A
廠
十
何

な
る
と
と
は
上
拐
の
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
論
と
同
系
と
思
は
る
L
克
本
も
前
拐
の
如
《
、
従
何
所
来
（
何
等
法
踏
〉
、
持
法
自
然
（
云
何

法）
、分
別
法
貌
ハ
何
似
法
〉
、
衆
相
根
本
（
何
相
法
可
知
法
自
然
〈
何
休
法
）
と
文
章
相
通
や
る
五
積
法
で
あ
る
。
さ
れ
ば
論
文
と
一
兆
本

と
の
相
越
は
、
正
木
は
後
の
『
何
等
、

一宮
何
、
何
似
、
何
相
、
何
休
h

の
五
何
を
前
の
五
罰
法
に
協
糊
し
た
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ぽ
十
何
と
十
如
と
の
同
異
は
泉
し
て
如
何
と
い
ふ
に
、
天
台
は
「
文
句
」
に
十
如
と
十
何
の
別
相
に
依
ら
や
組
相
に
就
て

需
＝
無
H
M稲
成
説
、

論
併
目白
唯
俳
奥
僻
乃
能
究
識
－
、

諸
仰
能
知
矧
如
来
法
身
之
休
不
鑓
故
、
先
能
〈
休
〉
自
誰
成
就
。

ハ八
go
、

V4 

時
〉

と
樽
し
、
「
玄
諮
」
に
は

『
貼
＝
一
世
相
－
矯
＝
如
来
減
－
、
如
来
蹴
即
位
相
』
ハ
況
下
＝
J
と
解
し
、
意
安
は
お
の
窓
に
依
っ
て

彼
論
解
＝
僻
経
－
、
今
疏
冥
符
＝
二
聖
ぺ
可
レ
謂
奥
＝
修
多
難
優
波
提
合
－
皆
合
也
。
（
八
三
金
上〉

－－
re綿
意
経
論
．具
合
と
越
べ
、

諒
鮮
は

「
法
悲
訟
疏
」
三
に
大
論
の
九
額
法
を
出
し
て
今
の
十
如
に
同
じ
‘

法
華
論
絡
明
＝
五
法
－
通
二
切
法
二
今
依
＝
後
備
文
一
旦
就
＝
仰
因
果
司明＝
於
十
法
二

（
三
同
叫九）

と
穂
し
。
若
し
「
論
疏
」
中
に
は

法

務

紛

の

研

究

ニ
丸



法

騨

中

鈴

の

研

究

。

羅
什
魁
有
＝
十
法
目
、
今
明
＝
五
法
二
或
可
＝
党
本
既
略
不
同
－
雄
レ
可
＝
詳
合
目、亦
可
下
以
＝
五
法
－
而
躍
中
彼
十
上
。
可
＝
自
推
度
目
。
〈
阿

O
時
J

と
天
台
の
如
く
義
旨
同
一
と
た
し、

且
つ
十
如
と
瓦
法
の
異
を
党
本
の
不
同
に
師
し
た
の
で
あ
る
。

叉
品
は

Fa種
法
に
就
て
吏
に
沢
双
十
八
何
（
二
六
が
〉
の
胴
仰
を
な
し
て
居
る
が
、
と
れ
に
到
し
慈
思
は
「
法
事
玄
賛
」
三
本
に

然
今
秘
文
恐
＝
人
不
Z
解
、
翻
滞
之
家
逢
依
＝
第
二
展
特
訓
締
法
－
而
持
、
然
少
不
レ
次
以
b

義
正
レ
之
不
b

述＝由民
・敬
－
。
若
別
義
嗣
伸
、
使
H

記
入

情
非
b

詩
＝
盟
敬
－
。
ル
五
本
論
牒
レ
粧
民
有
＝
何
得
、
一宮
何
、
何
似
、
何
相
、何
休
二
仙
沼
以
レ
此
姻
＝
前
流
浪
－
my無
＝
別
辺
国
。
〈
三
川
セ
O
J

と
精
し、

論
の
五
双
十
八
伺
の
制作
も
聖
歌
K
Aロ
し
、
後
の
冗
何
も
前
五
踊
と
同
議
と
解
し
、
且
つ
十
如
流
精
法
と
を
次
の
如
く
相
性
〈
何

等
法
〉
、
休
（
何
休
法
〉
、
力
作
（
仰
似
法
〉
、
因
縁
附
町
制
限
（
一
宮
何
法
〉
、
本
末
究
党
（
何
相
法
、
と
相
劃
し
て
、
十
如
と
五
罰
法
と
は
同
議

且
つ
開
合
の
別
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
妙
襲
に
至
つ
て
は
天
台
が
「
文
何
」
に
十
如
を
脅
す
る
に
十
界
、
俳
界
、
離
合
、
約
倣
の
問

容
に
経
て
緯
せ
る
に
倣
っ
て
、
論
の
冗
双
十
八
何
を
文
何
の
間
帯
の
制
仰
に
合
側
聞
し
て

信
知
論
文
不
レ
可
＝
轍
判
一
、
故
用
＝
今
意
－
方
隠
＝
妙
旨
二

況
論
凹
棒
即
日
正
今
家
凶
器
故
也
、
乃
至
故
知
一
家
大
義
並
興
＝
論
旨
一
真
符
、
是

と
天
台
。
如
く
大
旨
に
就
て
経
論
同
義
を
稗
し
、
体
敬
は
「
法
慈
去
惑
」

則
現
文
一
十
八
何
、
乃
成
二
十
八
涼
－
棺＝
十
如
－
也
。

論
文
型
常
而
人
英
レ
知
、今
従
b

組
論
故
且
州
軍
制
作
耳
。
（
九
三
、
三
向
日
－
J

一
に
右
の
ム
ロ
荊
の
棋
を
引
き
徳
一
を
破
し
て

向
資
＝
狂
官
－
昔
日
天
台
不
レ
何
回
－
法
革
論
制
作
－
、
吠
L

影
犬
控
往
代
難
レ
克
、
自
今
以
後
英
レ
組
・
天
台
鴨
川＝
法
華
論
－
。
（
「
金
集
」
川

R
〉

と
謹
ペ
て
居
る
が
、
と
れ
全
く
天
台
一
家
が
什
却
を
以
て
金
科
玉
僚
と
な
し
絶
特
信
を
摘
く
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
川
辺
心
に
至
つ
て
は
「
十
如
赴
論
私
配
」
に
は
論
粧
の
同
則
的
に
就
て
『
冗
航
法
典
＝
十
如
法
二
米
b

詳
＝
共
同
異
－
』
（
「
全
集
」
一
＝
＝
J

と
一
分
の
疑
問
を
挟
ん
で
居
る
が
、
韓
民
の
「
文
何
秘
配
」
一
ニ
末
に
は
十
如
の
文
党
本
有
無
に
就
て
、
十
封
鮮
疏
に
依
り

什
公
邸
依
＝
党
本
－滞
L

之
、
誰
疑
＝
蹴
百
二
而
他
本
無
米
円
記
党
本
r
小
同
（
「
仰
金
」
二
一
阿
き
〉



と
矢
川
町
党
本
の
不
向
に
卸
し
て
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
十
如
と
十
何
に
就
て
は
古
来
の
注
家
は
位
相
雨
家
に
亙
っ
て
概
ね
問
趣
と
解

し、

結
極
党
本
の
不
同
に
師
し
た
の
で
あ
る
。
一
見
に
進
ん
で
党
本
に
質
さ
う
と
し
な
か
っ
た
と
と
は
、
地
撚
そ
の
催
聾
さ
れ
た
と
同
然
で

， 

あ
る
。
併
し
乍
ら
近
年
諸
純
料
品
本
の
殺
弘
・
に
伴
ひ
、
そ
の
点
の
研
究
も
漸
く
進
め
ら
れ、

就
中
本
川
敬
授
は
現
行
の
党
本
と
詩
語
と
の
雨

方
耐
よ
り
此
の
研
究
b
L
進
め
、
ト
仰
乞
以
て
什
公
の
持
川
と
決
し
た
の
で

b
る
。
之
に
就
て
先
づ
正
妙
岡
本
の
方
便
ロ
聞
の
備
制
に
就
て
見

る
に
、
瓦
字
句
七
行
は
岡
本
部
話
よ
く
合
致
し
、
就
中
十
如
の
備
に
営
る
点
は
次
の
如
く

如
H
必
大
泉
州
市
・
匝
k

位
相
峰
、
ぬ
叫
A

十
店
側
、
ル
能
知
日
記
事
（
妙
本
）

使
我
舵
斯
器
、
如
十
方
諸
側
、
持
和
市
U
H
H
M
応
、
然
好
亦
如
H
M

（
正
本
）

第
一
旬
の
『
大
果
報
』
と

『
獲
斯
ぷ
』
は
同
意
で
あ
り
、
又
『
栢
K
性
相
指
』
と
『
諸
相
就
H
H
峠
足
』
と
は
合
致
す
る
が
‘
之
に
就
て
本
凶

政
授
は
大
m別
報
の
泉
純
は
十
如
の
小
の
操
縦
で
な
く
、
前
の

『
迫
抑
制
成
果
』
の
巣
と
同
じ
く
所
設
の
県
た
る
紅
相
で
、
正
本
の
『
獲
斯

悲
』
と
同
義
別
訪
と
併
し
‘
党
本
に
依
て
如
是
は
前
文
『
道
場
制
成
ハ
如
円以
〉
果
』
の
分
b
L
五
字
の
作
備
の
た
め
に
後
の
『
大
果
報
』
に

附
し
て

『
如
仏
大
川
町
総
』
と
な
し
。
且
つ
正
本
に
於
て
は
『
初
々
位
相
議
』
に
首
る
仰
は
、『
如
十
方
諸
仰
』
の
何
を
隔
て
aa
居
る
山川
に
活

限
し
、
進
ん
で
性
相
に
闘
す
る
什
公
の
一品
川
意
を
「
大
論
」
に
求
め
、
同
論
三
十
一
に
『
性
相
何
等
国
持
』
の
問
医
針
し、
先
づ
性
相
を
火
熱
に

比
し

『
北
町
無
レ
異
名
街
＝
弁
別
－
』
と
、
目
見
に
火
熱
は
位
、
捌
は
相
と
な
し

性
相
小
有
自
由
差
別
旬
、
性
守
円
＝
共
休
二
相
官
＝
可
椴
－
H

刀
至
性
相
内
外
述
近
初
後
等
有
＝
如
L
H
正
義
別
－
。
ハ
二
五
、
2
・d

と
②
る
に
依
り
、
什
公
は
大
命
滞
後
防
本
・
持
出
w
L
首
つ
で
も
同
意
b
L

以
て
持
出
し
た
と
と
は
常
然
で
あ
る
。
さ
れ
ば
光
宅
以
来
の
註
家
が

悉
く
『
如
日
正
大
果
報
、
極
K
位
相
義
』
の
何
を
以
て
十
如
の
備
と
比
た
と
と
で
あ
る
が、

既
に
『
大
間
町
報
』
の
m
拭
報
が
十
如
の
中
の
m杭
報

で
な
い
と
す
れ
ば
、
位
相
義
の
性
と
は
と
れ
本
質
の
休
で
あ
り
、
相
は
外
形
の
縦
で
あ
る
、
さ
れ
ば
究
極
法
中
第
一
の
何
等
法
と
郡
江
の

法
制
中
翁

の

研

究



品
位

W

市

自

の

研

究

何
休
法
は
本
質
の
休
即
ち
性
で
あ
り
、
第
二
D
一宮
何
法
、
第
一
一
一
の
何
似
法
．
第
四
の
何
相
法
は
外
形
の
本
相
で
あ
る
。
山
米
一
切
高
石
の

性
相
は
千
品
中
町
肉
別
た
る
放
に
粧
々
を
抵
ら
せ
て

『
種
K

性
利
益
』
と
持
出
し
た
も
の
で
、
妙
本
も
失
政
党
本
は
冗
開
法
十
何
な
ら
ん
と
附
じ

て
居
る
の
で
あ
る
。
（
「
飾
品
開
の
内
相
と
外
相
」
芸
九
〉
而
し
て
妙
本
の
十
如
に
就
て
は
天
台
は
既
に
「
文
句
」
に
「
大
倫
」
三
十
二
の

八
者
有
＝
限

復
次
一
々
法
有
＝
九
種
司
、

一
者
古
川
レ
休
、二
者
有
レ
法
、
三
者
有
レ
力
、
凶
計十
何
レ
図
、
五
者
有
レ
縁
、
六
者
有
b

果
、
七
者
有
b

性、

碍
二
九
者
有
＝
開
通
方
制
限
二
持
法
生
時
休
及
除
法
凡
楕
＝
九
事
－
。
（
二
一
丸
三九）

の
九
加
法
を
明
す
文
を
引
い
て
、
令
て
建
問
m
g多
穀
が
此
の
九
罰
法
を
以
て
法
華
の
十
如
を
令
す
と
「
文
何
」
（
九
a
J
K
解
し
、
此
文
を
「
玄

義
私
配
」
』
ハ
に
制
作
し
て
官
多
級
生
以
て
北
刷
の
法
上
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
〈
「
仰
全
」
二

て

zn）
mm
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
「
山
崎
体
」

陀
依
る
に
法
上
は
大
欽
二
年
（
五
八

O
〉
六
十
六
議
入
寂
（
五
O
R
Jと
す
札
ぱ
、
天
台
（日以
机
）
と
同
時
の
輸
相
先
輩
で
、
随
っ
て
文
句
に
し
か

あ
る
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
市
し
連
勝
は
架
し
て
九
翫
法
を
以
て
如
何
訟
に
一
丸
翫
法
ル
至
十
何
と
十
如
と
を
AW
探
せ
る
や
全
く
不
明
で

る
る
。
併
し
乍
ら
法
上
乞
始
め
天
台
、
高
鮮
の
註
家
が
何
れ
も
大
論
の
九
種
法
に
注
目
せ
る
は
、
十
如
課
文
に
針
す
る
一
抹
の
疑
問
の
あ

っ
た
と
と
乞
物
川
る
も
の
で
＠
る
。
悲
し
十
如
本
文
に
到
す
る
間
凶
に
就
て
は
本
山
政
松
の
研
究
に
護
る
と
と
に
す
る
。
（
「
仰
典
の
内
相

と
外
相
」
Z

五%以
下
会
照
）

上
辿
の
如
く
十
如
乃
至
十
仰
は
わ
O
似
口
聞
に
J
仰
所
詮
の
法
た
る
‘
位
相
の
内
海
を
・詳説
し
た
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い

が
、
此
に
最
後
問
題
と
な
る
の
は
位
相
の
内
谷
を
修
詮
の
因
果
法
と
す
る
か
、
自
然
の
存
在
法
と
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
経
文

は
何
れ
も
「
品
n
f持
法
」
（
正
本
て
「
究
巡
目
相
」
〈
妙
本
）
「
究
立
町
相
」
ハ
論
文
）
と
説
い
て
居
る
が
、
そ
の
所
訟
の
法
休
に
就
て
は
妙

本
の
十
如
は
力
作
凶
純
泉
制
限
等
と
町
相
の
島
性
に
寄
せ
て
続
い
て
居
る
が
、
区
本
設
に
論
文
の
五
日
刊
法
は
「
路
法
自
然
」
、
「
知
法
自
然
」
ハ
正

・
本
〉
「
一
切
法
知
米
親
兄
非
不
親
弘
」
（
論
文
）
等
と
多
分
に
在
制
の
存
在
法
た
る
窓
が
存
す
る
と
と
で
め
る
。
然
る
に
妙
本
は

『
峨
例
県
b

、

‘L 



悌
ル
能
究
進
諸
法
低
利
』
と
枕
い
て
、
文
中
十
地
の
修
誼
は
設
か
ぬ
が
文
は
第
十
法
辺
地
の
川
以
後
心
に
於
け
る
‘

一
剥
郵
の
修
設
の
境
特

を
就
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
所
詮
の
民
相
と
は
と
れ
修
設
の
法
身
で
、
部
品
札
口
聞
に
『
然
我
在
成
悌
己
来
無
並
無
量
百
千
高
億
』
等
を

設
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
論
文
は
此
の
所
授
の
賀
相
を

言
－
－
位
相
－
者
制
如
来
山
間
法
身
之
休
不
盟
議
故
〈
二
六
山内
〉

と
設
さ
、
又

法
仰
菩
蛇
、
制
如
来
磁
性
呼
出
艶
常
恒
前
涼
不
控
等
説
。
〈
二
六
九
）

と
経
文
の
倍
抵
の
位
相
法
身
b
L
、
在
脳

ω如
来
政
法
山
%
の
誌
を
以
て
解
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
と
れ
古
来
本
論
を
担
っ
て
性
相
二
家
を
始

め
額
K

の
問
題
の
存
す
る
所
以
で
る
る
。

玉、

聾
聞
の
授
記
と
性
相
＝
家

上
越
の
如
く
本
論
は
如
来
蹴
思
想
を
以
て
法
諮
を
酬
悼
す
る
放
に
、
託
制
。
属
性
た
る
五
碩
法
を
説
く
に
常
っ
て
、
三
乗
（
人
〉
と
賭
法

〈
法
）
と
説
法
等
の
諸
説
に
寄
せ
て
、
所
部
五
双
十
八
何
（
一
二ハ
J
に
亙
っ
て
と
れ
を
説
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち

何
締
法
｜
一
ニ
娘
怯
l
有
時
無
話
法

名
何
字
’
M
M

一
宮
何
法

l
諸
事
説
｜
因
縁
非
因
縁
法

俳
所
説
法

何
似
法
｜
特
清
涼
｜
常
法
無
常
法

l
l無
常
法

能
救
化
法

何
相
法
｜
一
相
法

l
生
不
生
三
相
法

i
可
見
相
法
｜
｜
｜
依
菅
除
法

何
体
法

l
一
仰
乗

l
冗
陰
非
五
陰
休
1
五
陰
能
取
可
取

l
仮
名
休
法
相
議

法

務

鎗

の

研

究
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四

お
の
五
双
十
八
何
を
以
て
妙
紫
は
十
法
非
合
一
）
、
仰
法
制
作
〈
一
二
〉
、
融
合
（
問
〉、
約
位
（
五
〉
の
天
台
の
十
如
の
同
制
仰
に
配
し
、
『
愉
附

轄
即
日
正
今
家
問
鶴
、
乃
至
論
文
盟
店
而
人
英
レ
知
、
今
従
＝
綿
論
－
』
（
「
配
」
九
＝
…
ハ
）
と
義
に
寄
せ
て
概
説
し
て
居
る
が
、
義
意
に
於
て
は
必

や
し
も
首
ら
も
仏
い
の
で
も
な
い
。

買
に
論
は
五
一
示
現
の
第
四
如
来
決
定
分
の
下
に
於
て
、
問
仰
知
見
を
無
上
．
問
、
不
知
、
燈
の
凶
益
に
約
し
て
左
の
如
く
挽
い
て
居
る
。

開
ー
無
上
義
、
除
＝
唯
如
来
一
切
軒
目
、
知
z
w
A
無
＝
飴
事
－

一不

l
伺
浪
‘
開
閉
鴎
附
牌
支
仰
例
法
身
平
等

悟

l
r小
知
説
、
制
踏
峰
間
畔
支
俳
等
不
L

能
L

知
＝
紋
挺
従
臨
＼
乃
互
不
b

知
＝究
党
唯
一
俳
衆
一
故

入
l
設
不
辺
地
謡
、
一
不
包現
欲
b

奥
＝
無
社
幹
業
－
故
（
二
六
、
J

然
る
に
後
の
三
平
等
を
説
く
に
営
つ
て
は
、
一
不
備
知
見
の
同
の
義
た
る
如
来
減
法
身
平
等
に
約
し
て
第
一
の
乗
平
等
を
識
を
、
開
仰
知
見

の
無
上
の
読
に
約
し
更
に
之
を
十
無
上
舵
演
科
し
て
後
の
二
平
等
を
説
い
て
居
る
が
、
之
に
依
れ
ば
自
ら
性
向
に
約
し
て
遮
門
を
解
し
、

修
別
に
約
し
て
本
門
を
解
し
た
と
も
比
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
此
の
点
は
後
に
併
設
す
る
。

又
論
は
湿
鰐
の
五
味
に
寄
せ
て
小
飛
を
筑
味
、
大
衆
を
醍
醐
と
た
し
、『
此
中
示
＝
現
部
俳
如
来
法
身
之
性
同
－
』
と
如
来
減
法
身
の
義
を

以
て
大
飛
を
醍
醐
と
併
し
決
定
分
の
れ
以
後
に
．
祢
び
冗
同
州
法
を
出
し
、
如
来
蹴
法
九
M
4等
主
以
て
此
艇
の
飛
平
等
に
依
る
際
問
授
犯
の
根
祇

と
な
し
、
未
令
附
（
何
等
法
〉
、
額
A

言
齢
ハ
一冨
何
法
）
、
唯
岱
一
大
事
（
何
似
法
〉
、
随
我
説
法
（
何
相
法
）
、

一
衆
休
ハ
何
体
法
）
と
蹴

く
経
文
の
設
相
に
寄
せ
て
五
秘
訟
を
符
し、

最
後
に
一
飛
の
休
を
明
す
に
亙
つ
て
は

一
一
米
休
者
、
所
間
賠
仰
如
来
一
や
等
法
九
m
．
紋
諸
帥
邸
側
僻
支
仰
非
＝
彼
平
等
法
身
之
体
目
、
以
＝
図
袋
行
間
不
問
－
故
。
（
二
六
七
〉

と
修
詮
に
寄
せ
て
三
掃
は
悶
川市
行
不
同
な
り
と
説
い
て
居
る
。



上
越
の
如
く
如
来
識
に
依
れ
ば
三
乗
法
身
平
等
で
あ
る
が
、
法
華
三
乗
の
授
偲
は
悉
く
修
詮
に
依
る
放
に
、

論
は円
起
に
就
て
問
答
b
L
友
し

間
回
線
際
削
母
、
詩
z
W
H
成
仰
放
興
＝
授
偲
－
、
需
h

不
成
仰
興
＝
控
配
－
耶
。
若
行
成
仰
（
ポ
）
菩
雌
何
故
於
＝
無
H
M幼
－
．
修
＝
集
制
…
立
積
k

功
徳－
、
若
不
成
俳
一
冨
何
興
＝
之
蹴
妄
授
龍
一
。
ハ
二
六
J

と
は
と
れ
性
向
に
立
っ
て
修
別
を
雌
妄
を
疑
へ
る
た
め
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
れ
に
釘
し

答
日
彼
艶
聞
等
得
＝
扱
記
－
者
、
持
＝
決
定
心
－
非
b

謂
日聾
開
成
認
識
法
性
如
来
－
。
依
＝
縦
三
郡
平
等
一
説
二
乗
法
二
以
＝
例
法
身
轄
開
法
身

法

務

鈴

の

研

究

主主

無
Z
典
故
奥
－
－授
記
一
。
非
H

即日
計
＝
足
修
行
功
徳－
、
n
E
放
菩
醸
功
徳
共
足
、
諾
脱
出
間
人
功
徳
米
レ
足
。

と
説
い

て
法
政
の
按
配
は
性
同
に
依
れ
ば
平
等
で
あ
る
が
、修
別
に
依
れ
ば
菩
雌
と
接
聞
と
は
修
行
に
波
探
あ
る
放
に
、
普
肱
に
約
す
れ
ば

際
聞
は
功
徳
来
日
比
の
放
に
、
説
回
路
の
即
身
成
備
に
劃
す
れ
ば
訪
米
成
俳
の
懸
記
た
る
は
菟
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
と
れ
論
の
如
来
臓
に
依
る
鴎

聞
の
按
配
で
あ
る
。
真
に
論
は
跳
聞
記
に
就
て

言
2

醗
同
人
得
＝
按
配
一
者
、
醗
間
有
＝
四
種
二

一
者
決
定
醗
問
、
二
者
増
上
慢
聾
問
、
三
者
退
菩
提
心
聾
問
、
問
者
略
化
器
問
、二
積
蕗

聞
如
来
授
記
、
間
＝
郎
化
－
米
川地
巳
泣
強
＝
菩
提
心
－
者
、
若
決
定
地
机
増
上
悦
者
二
積
時
間
、
根
未
レ
熱
故
不
レ
興
＝
授
記
－
、
蛇
口
陸
奥
＝
授
詑
－

者
方
使
令
レ
蛮
＝
菩
提
心－
故
。

ハ
二
六
九〉

と
探
聞
に
決
定
、
上
限
、
山
嵐
菩
拠
、
臨
化
の
問
誼
を
分
ち
‘
前
の
決
定
、
上
恨
の
二
期
に
は
不
配
、
後
の
退
特
能
、
臨
化
の
二
杭
に
は
技

記
と
判
や
る
放
に
、
法
華
鴻
門
の
限
目
た
る
決
定
艶
聞
即
ち
阿
紘
慌
の
授
記
は
根
米
熱
の
故
に
許
さ
・
？
と
説
く
の
で
あ
る
。
併
し
根
成
熟

令
ば
艶
聞
亦
作
僻
す
と
続
く
設
な
れ
ば
、
唯
識
の
決
定
路
間
頼
性
と
は
み
－
〈
別
で
不
定
極
性
に
相
等
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ
木
論
が
如

来
灘
思
想
に
立
つ
故
で
る
る
。
之
に
劃
し
て
一

乗
家
に
立
つ
天
台
は
、
「
法
華
文
句
」
に

法
議
論
問
問
路
側
、
今
開
＝
佐
川
デ
対
話
レ
雨
、
折
法
住
川抗H
疋
三
雌
時
間
。
休
法
住
m拭
n
M
泊
敬－
U
問
。
開
＝略
化
－4
相
官
b

雨
、
宮
地
邸
化
別
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一占ハ

数
醗
問
。
琵
位
憾
化
問
敬
路
問
。
闘
＝
仰
道
時
間
－
・
亦
鵠
レ
雨
、
令
d

他
次
第
問
＝
例
道
一
是
別
敬
即
時
間
。
令
E

他
不
次
第
問
－
－
仙
一
週
二
即
間
挽

問
。
酪
聞
義
浩
然
一
玄
何
以
下
殺
＝
混
繋
－
岩
上
一判
レ
之
。
一
試
K

〈二＝
J

と
論
の
凶
種
中
上
慢
を
除
を
今
魁
の
立
に
依
て
、

決
定
退
菩
提
を
住
県
の
二
種
と
な
し
臓
通
の
聾
問
、
後
の
肱
化
bz
別
刷
の
掠
聞
と
分
つ

た
の
で
あ
る
。
悲
し
上
恨
の
昨
削
た
る
5
千
起
去
は
浬
部
制
艇
に
於
て
敬
椛
を
縛
る
が
た
め
で
あ
る
。

宥
の
天
台
の
馴
仰
に
釘
し
て
妙
紫
は
四
顧
問
吋
聞
を
擢
げ
て

論
自
開
云
、
後
二
興
レ
記
前
南
不
レ
記
、
根
鈍
米
レ
熱
故
。
且
約
＝
此
命
日
－即
秘
中
一試レ『
生
＝
減
度
想
－
』
決
定
性
也
。
若
＝
彼
得
－
b

聞
論
中
米
L

説

天
親
詮
可
レ
迷
＝
経
文
－
耶
。
縦
一
宮
『
而
於
＝
彼
土
－
州

Y
間＝
u
括
経
－
』
、
論

E
一
往
錨
b

現
説
存
。
日
起
故
今
師
但
除
＝
上
回
－即
五
千
起
去
者
日
記
。

雄
＝
従
レ
隠
去
－
的
判
下
於
＝
浬
繋
中
若
四
依
溢
－
得
上
L

問
、
故
上
位
者
亦
非
レ
不
レ
問
、
巴
附
＝
略
剛
一
及
在
b

後
故
、
但
不
b

可
レ
云
＝
此
A
W
件
Z

記
。
額
熱
脆
三
始
絡
ん
枇
…
レ
段
。
故
単
＝
A
7
文
一
遠
近
相
聴
凶
積
供
件
。
（
二
時
）

と
論
は
且
く
法
華
品
目
上
に
約
し
て
、
決
定
上
慢
の
二
種
は
不
詑
と
い
ふ
も
、
決
定
は
経
に
紋
土
得
問
と
読
き
、
上
慢
も
亦
四
依
得
聞
必
定
の

故
に
‘
遠
近
相
堕
す
れ
ば
四
極
艶
聞
押
記
を
待
と
い
ふ
べ
き
た
り
と
解
し
て
、飽
く
ま
で
も
法
華
の
二
乗
作
働
を
強
調
し

『
今
家
多
依
＝
品

文
二
位
一
雨
蕗
不
＝
金
用
－
也
』
〈
記
「
冗
」
サ
〉
と
も
亦
『
論
渉
＝
有
飴
設
＼
以
＝
終
意
－
紐
…
＝
宙
向
－
』
（
「
抱
」
九
三
）
等
と
あ
る
は
、
と
れ

碍
聞
不
能
等
の
設
を
指
し
た
も
の
で
る
ら
う
。

然
る
に
若
し
慈
恩
花
王
つ
て
は
天
台
の
一
飛
に
封
し
、
元
米
三
飛
家
に
立
つ
故
に
「
法
華
玄
賛
」

一
本
に

陸
間
有
L
＝
決
定
額
性
作
＝
時
間
m
地
＼
定
入
＝
無
飴
－
身
次
噌
滅
。
放
新
紘
一
宮
飴
入
品
川
桜
田
撚
時
鏡
、特
臨
普
段
不
レ
繭
。
二
溢
巳
山
地
殻
＝

大
菩
提
心
－

J
初
u疋
定
姓
後
不
定
姓
。
然
瑞
伽
ぷ
法
華
論
説
＝
持
削
術
Z
問
、
一
決
定
制
性
亦
名
＝
趣
寂
＼
二
榊
上
位
此
必
凡
夫
作
＝
筋

四
柿
－
前
回
目
阿
搬
混
一
。
三
返
巴
川
出
張
＝
大
菩
提
心
一
亦
名
＝
不
定
時
間
姓
一、
且
法
措
合
得
レ
記
、
時
間
名
Z

山
堪
菩
提
心
－
、
合
利
弗
等
特
赴
此
制



乃
至
非
＝
不
定
姓
皆
同
疋
退
類
二

亦
有
下
但
従
＝
小
呆
一
趣
レ
大
不
定
姓
上
故
。
問
者
臨
化
、
憾
化
非
レ
民
、
揺
大
衆
説
諸
大
菩
薩
及
働
等
化
一
不

熟
故
。
乃
至
此
経
所
レ
設
一
乗
之
理
、
論
機
レ
言
下
篤
＝
二
接
聞
－
説
制
退
心、

臨
化
上
。

需
＝
聴
聞
－
故
、
円
抗
措
那
等
即
共
類
也
。
法
器
輸
一玄
此
中
唯
翁
＝
二
時
間
－
記
。
制
退
心
服
化
、
共
趣
寂
及
柄
上
限
、
俳
不
レ
興
レ
飽
棋
未
レ

法
華
一
合
正
唯
僑
＝
退
菩
提
心
－
設
、
乗
亦
震
＝
臨

化
－、
淵
慈
r

ナ
噂
亦
在
レ
品
口
故
。
〈
一
二
問

4
＝）

と
慈
恩
は
正
し
く
唯
識
の
五
性
各
別
論
に
立
つ
故
に
、
決
定
極
性
は
永
不
成
仰
、
法
華
は
不
定
蹟
姓
退
菩
提
の
将
聞
を
正
意
と
な
し
、
椛胤

ね
て
臨
化
の
作
怖
を
説
く
と
判
じ
。
更
に
「
玄
償
」
五
木
に
至
つ
て
は
決
定
上
慢
の
根
未
熟
を
制
伸
し
て

此
一
盲
目
】
未
熟
－
者
増
上
限
可
b

雨
、
趣
寂
畢
究
不
b

熱
、
云
何
言
＝
未
帥
間
二

未
者
不
也
。
〈
全
上
岡
＝
）

と
論
の
決
定
疎
開
即
ち
法
華
の
住
岡
械
の
聾
聞
を
以
て
五
性
中
の
決
定
と
判
ヒ
、
永
不
成
仰
の
旨
を
明
に
し
て
居
る
。
と
れ
如
来
確
に
立
つ

論
意
に
停
る
も
の
で
あ
る
。

若
し
仰
敢
に
韮
つ
て
は
法
相
の
徳
一
の
蒋

「仰
性
紗
」

一
巻
、「中
・
溢
義
鏡
」
「
悲
日
澗
足
」
「
遮
異
見
苦
」
各
三
傘
等
に
於
て
、
五
性
各

別
の
意
に
依
り
法
華
縛
詑
の
艶
聞
を
以
て
悉
く
決
定
額
性
と
庇
せ
る
に
封
し
、「
守
護
軍
」
下
之
下
に
三
世
、
蛸伸機
、
本
意
の
三
読
に
依
る

不
定
額
性
と
た
し、

初
三
世
故
者
、
過
去
定
性
不
鞍
授
レ
記
、
未
来
定
性
他
閥
受
レ
配
、
現
在
定
性
限
山
得
レ
記
、
是
故
件
b

知日日間山
山
得
詑
現
夜
定
性
一
。
二
者

制
押
機
放
、
定
性
二
乗
法
難
之
前
本
性
決
定
、
叉
名
＝
田
暫
定
－
叉
名
＝
趣
寂
二

到
＝
法
華
合
一
方
便
決
定
、
叉
暫
時
決
定
叉
名
＝
不
定
二
試
k

。

三
者
本
意
故
、
合
利
弗
迦
諜
等
『
我
等
説
岡本
無
R

心
有レ
所
＝
希
求
＼
今
乃
知
レ
之
如
＝
縦
…
符
清
一
』
、
明
知
定
性
迦
葉
法
華
得
レ
配
、
法
措
論

設
＝
決
定
器
開
摂
米
L

熱
故
目、
指
＝
未
来
決
二

儲
食
者
何
執
＝
前
定
性
－
命
日
＝
今
法
華
記
－
也
。
乃
至
前
定
後
不
自
レ
何
可
レ
疑
（
「
全
集
」

2
－
要
引
〉

法

務

総

の

研

究

ーヒ



法

開
中
鈴

の

研

究

F、、

と
法
革
論
の
決
定
勝
聞
を
悉
く
未
来
決
定
の
不
定
額
性
と
決
し
。
更
に
玄
弊
の
弟
子
に
し
て
持
者
た
る
紳
防
の
「
集
解
紗
」
の
文
を
引
き

決
定
牒
開
設
亦
有
b

二
、

一
者
本
性
決
定
、
本
来
唯
有
田
三
飛
極
性
“
無
＝
菩
醗
性
一
。

二
者
方
便
決
定
亦
有
＝
菩
蹴
性
一
。

而
於
＝
此
合
－根

米
レ
熱
故、

定
無
＝強
心
之
義
二

如
来
不
b

奥
＝
授
詑
－
亦
令
＝
護
心
九
市
町
＝
此
道
理－
決
定
時
間
亦
通
＝
不
足
二
彼
論
〈
法
華
論
）
且
誠
－一方

使
決
定
亦
令
＝
殻
心
－
非
レ
約
＝
本
性
－
也。

（
「企
上」

一
也

c
＝）

の
文
に
依
て
法
華
の
醗
聞
は
伎
の
決
定
艶
聞
の
如
く
本
性
決
定
に
あ
ら
ざ
る
方
便
決
定
と
判
じ
。
叉
「
議
林
君
」
第
三
（
現
行
本
「
義
林
立
」

第
一
緒
衆
議
林
第
四
の
下
有
義
組
…
文
、
議
引
殿
）

の
決
定
時
聞
に
畢
定
、
暫
時
の
二
種
を
分
つ
中
鵬
首
時
決
定
に
依
り

二
暫
時
決
定
以
二

化
中
根
未
Z
熱
故
、
不
レ能＝
回
趣－
名
矯
＝決
定
二

非
下
於
＝
後
時
－
翠
究
不
上レ
問
。
法
華
論
説
＝
四
時
間
－
中
、
決
定

探
聞
蹴
レ
此
也
。
（
「
全
上
」

一
七
C
邑
）

と
暫
時
決
定
と
判
じ
、
叉
義
一
の

「法
革
論
越
記
」
下
傘
の
糊
迦

一
化
陀
約
す
る

然
決
定
者
間
綿
迦
一

化
不＝
回
心
－
放
名
潟
＝
決
定
－、
非
b

梢
＝
後
時
鼻
立

TT
レ
因
。
ハ
全
上
〉

等
の
文
に
依
て
、
法
華
の
聾
聞
は
方
便
暫
時
決
定
の
不
定
額
性
と
決
し
。
「逝
六
九
誇
破
比
主
文
」
「
再
生
放
種
義
」
「
限
榔
一
抗
鏡
」
等
ハ
「
全
上
」

一
一一円相・＝
〉
を
以
て
徳
一

に
拾
抗
し
。
若
し
法
華
一
一
提
議
を
顕
揚
す
る
に
常
つ
て
は

「法
華
秀
何
」

中
末
に

『
今
勘
＝
党
本
－
無
＝
如
レ此
文
二

不
＝獄
河合
開伸一』

ハ「
全
上」
二
宗
以
）
と
論
断
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
次
で
智
諸
に
至
て
は

「
諭
記
」
七
末
に
妙
紫
の
意
に
依
て
遠
近
詑
に
約

す
る
と
と
は
、
体
敬
の
三
義
と
呉市川
同
義
で
あ
る
が
、
智
設
は
妙
讃
に
依
り
四
種
牒
聞
の
論
文
を
伶
し
て

背
名
＝決
定
上
拍子
、
今
篤
＝
退
大
聴
化
一。
嘗
レ知
論
文
約
＝
於
今
北
回
目
品
内
需
＝
問
種
二

三
世
諮
仰
悉
皆
如
レ
此
。
（
「
金
集
」
上
、＝＝
J

’
と
経
文
の
意
を
以
て
一
時
決
定
乃
至
不
定
性
の
立
に
依
て
論
文
を
救
へ
る
は
、
妙
識
が

「
文
句
記
」

に

論
主
夫
親
笠
臨
＝
徒
爾目
、
但
恐
＝
諦
者
的
合
私
情－。

（「ニ
七」

＝J



と
諦
者
に
寄
せ
る
紋
へ
る
と
向
一
轍
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
「
法
部
論
」
を
姐
ツ
て
性
相
雨
家
の
論
符
あ
る
と
と
は
、
と
れ
全
く
論
文
が
一
長
顕
揚
の
法
部
の
位
相
を
糊
す
る
に
、如
淡
路

法
山
好
の
義
を
以
て
せ
る
に
依
る
と
と
は
、
前
摘
の
諸
文
に
依
て
明
か
で
あ
る
。
今
法
務
の
紅
相
を
糊
す
る
踏
家
の
文
に
就
て
見
．る
に
、南
岳

は
「
州
十
二
字
門
」
に
問
位
を
川
仰
知
見
に
配
し
究
謹
白
相
を
妙
党
と
糊
し
ハ
「
玄
議
」
五
上
＝
J
、天
台
一
は
前
述
。
如
く
「
文
句
」
に
論
の

『
官
相
者
調
如
来
政
法
身
之
休
不
密
議
』
の
文
を
引
き
て

党
休
（
能
）

n
a成
就
、
能
随
＝
順
衆
生
－
設
二
切
諸
法
相
等
－
、
此
輿
＝
理
事
制
抗
日
立
同
。
（
八
匂
）

と
世
相
を
事
現
榔
立
の
’立
と
解
し、

妙
紫
は

今
約
＝
附
慌
－
故
判

M
F迎
、
乃
苔
一
韮
b

附
拭
之
時
過
＝
於
三
氏
七
九
一
梨
峰
、
ハ
「
記
」
八
ご
〉

と
糸
上
の
紅
相
と
解
し
。
若
し
「
玄
義
」
に
は
『
陰
名
＝
如
来
政
司
山
制
名
寄
＝
法
身
－
』

（
二
下
町
〉
と
修
別
に
寄
せ
て
詮
く
も
、亦
『
如
来
磁

即
紅
相
ル
歪
点
＝
従
相
－
鴬
＝
如
来
臓
－
』
〈
五
下
旬
）
と
理
に
寄
せ
て
世
相
即
如
来
臓
と
合
し
て
居
る
。

更
に
誌
鮮
に
就
て
見
る
に
「
論
疏
」
中
に

如
必
政
者
、
在
＝
煩
悩
之
内
－
名
＝
如
来
政
－
、
亦
名
＝
如
必
胎
－
。
法
身
之
体
不
艶
議
故
者
、
雌
レ
在
＝
煩
悩
－
不
レ
岱
＝
煩
悩
所
－
b

染
故
名
＝
不

使
、
ハ
同

O
A町，
J

と
制伸
し
て
を
居
る
が
、
と
れ
天
親
の
「
仰
性
論
」
に
如
来
政
法
身
が
聞
旅
報
、
針
治
、
生
滅
の
三
過
を
離
れ
た
る
疲
時
、
無
泊
、
無
震
を
休

と
馴
仰
せ
る
と
同
じ
く
、
と
れ
正
し
く
修
置
法
身
で
な
く
在
踏
の
存
在
法
た
る
理
法
身
を
指
す
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
若
し
慈
恩
に
至
っ
て

は
論
の
『
如
来
磁
法
身
之
体
不
盟
議
紋
』
の
文
に
就
て
「
玄
賛
」
三
本
に

官
制
邸
抑
制
如
必
政
法
九
好
之
休
性
不
健
故
、
仰
抑
W
N
H
知
＝
此
位
和
休
二
部
＝
源
い
ほ
－
故
名
＝
筑
蹴
－
、

T

小
品但
成
＝
就
祈
混
沌
釧
同
二
無
詩
山
総

法

部

省

の

桃

山

孔

＝一
丸
、

． 



法

務

翁

の

百F

:it 

問。

川
柳
亦
究
盤
。
放
一
宮
＝
無
北
部
成
就
設
不
可
盤
、

ハ
三
凶

8
．

〉

と
る
る
如
く
、
如
来
磁
を
以
て
法
身
の
体
性
不
蛇
と
い
ひ
性
字
を
加
へ
て
、
高
幹
よ
り
も
判
然
無
鵠
高
絡
を
指
し
て
・
む
相
と
解
せ
る
と
と

は
、
次
k
に
．
耐
に
ヤ
九
強
深
を
明
す
部
二
氏
休
謀
保
を

『休
傑
肉
体
性
也
』
（
三
間

2
J
と
酬
仰
せ
る
如
く
、
低
利
を
以
て
作
品
如
無
潟
、
阿
成

・位
性
た
る
筏
M
U
D
存
在
法
と
併
す
る
に
依
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
と
れ
論
に
時
間
の
性
向
を
酬
伸
し
て

此山
I
m－
－
現
諸
仰
如
来
法
身
之
性
川
－
。
（
二
六
J

と
設
き
、
叉
法
仰
菩
提
を
制
作
し
て

開
如
来
縦
性
時
出
撰
常
恒
清
涼
不
鎚
等
説
。
（
企
J

、

と
設
き
、
接
聞
の
授
記
を
解
し
て

以
＝
例
法
身
艶
聞
法
h
M
平
等
無
Z
具
、
放
興
＝
授
記
－
非
a
即
共
＝
日
必
修
行
功
徳
－
。
〈
二
六
九
）

等
と
あ
る
に
依
て
、
法
柴
崎
は
如
来
磁
思
想
を
以
て
法
華
の
百
相
を
解
し
、
と
れ
に
依
て
三
平
等
を
説
き
、
就
中
費
塔
品
の
多
賀
如
来
の

法
九
河
常
住
を
性
同
法
h
M
と
併
し
、
性
川
法
ι坊
を
耐
火
花
出
綿
し
て
世
間
出
繋
千
等
の
解
を
な
し、

民
く
如
来
蹴
理
法
身
の
義
を
以
て
法
華
一

経
を
解
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
法
革
論
に
説
く
法
華・
の
従
相
は
、
縦
文
に
依
る
詩
仙
川
究
盤
の
修
設
の
位
相
で
も
弘
く
、
維
然
在

制
仰
の
如
来
説
法
身
即
町
相
で
あ
る
o
悲
し
快
親
の
却
耶
縁
起
思
想
陀
就
て
は
法
郁
論
に
は
判
然
認
め
得
な
い
が、

慈
思
附
却
に
依
て
如
米
政

が
阿
郁
耶
肢
と
解
せ
ら
る
L
に
亙
っ
た
と
と
創
刊
ふ
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。

三
平
等
義
と
三
種
傍
菩
提

上
越
の
如
く
本
論
の
三
千
等
義
は
如
来
臓
の
思
想
を
以
て
法
務
の
氏
相
義
を
解
し
た
の
で
る
る
が
、
と
れ
を
天
台
の
抗
相
誌
を
以
て
合



， 

し
た
の
が
沙
門
千
心
の
名
を
以
て
体
へ
ら
れ
た
、
慈
党
の
「
＝
一
千
部
義
」

一
袋
（
「
怖
政
金
銭
」
凶
去
三〉
で
あ
る
。
先
日
比
諸
問
鈍
に
依
て

之
乞
慈
犯
の
作
と
推
定
し
た
が
、
三
千
等
を
躍
す
る
に
岱
っ
て
品
脱
、
所
被
入
、
所
起
病
、
明
病
困
、
明
能
治
の
五
科
を
以
て
組
制
伴
と
な

し、

次
の
別
糊
の
小
娘
平
等
を
附
す
下
に

白
下
論
文
有
＝
進
路
二
自
有
＝
五
定
二
正
明
＝
被
執
ヘ
ニ
緋
＝
記
固
一
日
－
、
三
指
二
小
文
臨
ぺ

山
鹿
人
差
別、

五
授
記
発
別
。
初
文
如
b

注
ハ
四
五
六八

と
あ
る
が
、
文
意
よ
り
見
て

『
五
明
能
治
』
下
に
『
二
初
正
明
＝
級
執
二

次
別
明
＝
三
平
等
二
二、

初
明
乗
平
等
一
（
棋
大
）
二
明
＝
世
間
混
繋

卒
等
『
（
旬
、
三
明
＝
身
平
等
日
ハ
副
八
）
、初
明
日
－
乗
一
や
－
中
、
初
明
＝
糊
兼
平
義
－
（
弓
）
、二
緋
＝
配
戚
町
－
』
（
店
白
）
、と
乗
平
等
の
下
に
五
双
の
綿

を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

故
に
『
失
明
＝
能
治

L
S
J
下
O

E－－
初
明
＝
乗
千
－
中、

一
初
明
樺
＝
－
照
平
等
－
』
の
十
一

字
は
、
甘
向
上
に
『
次
正
明
＝

破
執
－』
り
冗
字
を
加
へ

て、

次
ロ
（
M
J
初
行
の
三
身
一
や
等
の
次
に
移
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

本
替
え
以
て
慈
琵
作
と
た
す
所
以
は
、
ム
ロ
荊
の
蜘
伸
を
以
て
中
心
思
想
と
止
な
し
、
若
し
三
平
等
bz鶴
す
る
に
堂
つ

て
は
、

認
鮮
の
「
論
疏
」

の
．裂
回
目
に
依
り
持
論
、
授
配
、
｝九
百
．
人
配
、
法
制
、
勘
持
、
提
接
、
不
組
、
質
塔
品
の
九
回
開
位
以
て
三
平
等
に
配
し、

前
八
品
は
衆
一
や

後
の
費
塔
の
一
品
を
後
の
二
平
等
に
配
し
、
高
鮮
の
「
論
疏
」
を

『
他
一
冨
』
吃
と
し
て
引
刷
し
．
『
注
云
』
苛
と
し
て
停
教
の
「
校
法
華

論
」
、
見
は
常
踏
の
「
法
華
論
註
」
、
或
は
阻
弘
の
「
向
子
註
」
を
引
い
て
居
る
が
仰
れ
も
停
は
ら
ぬ
放
に
明
か
で
念
い
。
時
に

『
私
制
』

と
自
訟
を
述
べ
、
就
中
一
庭
医
『
私
謂
若
準
＝
宗
窓
－
Z
A
奥
レ
物
未
＝
結
紘
一
云
々
』
（
回
大
〉
の
文
に
依
て
台
宗
の
徒
た
る
と
と
明
か
で
あ
る
。

見
vh
台
荊
以
外
に
何
等
符
授
の
「
論
記
」
に
蝿
れ
ざ
る
点
よ
り
慈
亮
作
は
動
か
ぬ
所
で
る
る
。

前
に
述
べ
し
如
く
本
論
は
逃
門
中
心
の
締
論
で
あ
り
、
且
つ
・
ぜ
相
義
を
解
す
る
に
如
米
議
思
想
を
以
で
し
た
と
と
は
、
前
越
の
如
く
聴
聞

の
授
砲
を
魁
っ
て
位
相
雨
家
の
論
評
の
あ
っ
た
品
川
以
で
あ
る
。
併
し
三
平
等
に
就
て
見
る
に
最
初
の
栗
平
等
は
不
料
品
を
除
く
外
悉
〈
逃

法
制
中
翁

の

研

究

四



別
－
故
。
以
＝
説
接
聞
僻
支
帥
都
世
刑
不
同
－
放
有
＝
珪
別
－
、
以
凪彼
ニ
呆
非
＝
・
穴
飛
－
故
‘
如
来
設
宮
不
ゐ
降
＝
我
身
一
円
記
無
上
議
。

一
切
路
附
砕

法

制

中

前

の

研

究

閥

門
の
時白
川
で
あ
り
f
後
の
二
千
部
は
賓
塔
白
川の

一
品
に
配
し
て
居
る
が
、
若
し
論
に
依
れ
ば
三
平
等
中
第
一
の
乗
平
等
は
逃
門
中
心
で
、

後
の
二
平
等
は
本
門
中
心
の
僻
を
な
し
て
居
る
。
而
し
て
之
b
L
糊
す
る
に
前
者
は
凶
一
の
中
示
仰
知
弘
を
糊
す
る
と
同
じ
く
同
の
義
に
依

り
、
後
者
は
捌
俳
知
見
と
同
じ
く
無
上
の
義
を
以
て
し
、
若
し
配
u
聞
に
就
て
は
需
平
等
は
迩
門
諸
口
問
、
世
間
程
製
は
賀
塔
品
、
身
平
等
は

郡
北
品
を
以
て
解
し
て
居
る
。
即
ち
三
平
等
の
故
後
の
却
に

叉
・依
＝
ん
例
議
－
僻
説
－
－
三
操
－
名
詩
二
乗
－
、
依
＝
同
義
一
故
、
授
＝
諸
膝
附
大
菩
提
間
二
一
一
回口
＝
同
議
－
者
以
＝
備
法
身
醗
附
法
身
彼
此
平
等
無
差

支
川
柳
時
二
”刑
法
中
不
レ
設
＝
此
議
－
、
以
a
共
不
レ
能
＝
如
位
解
－
故
、
以
＝
口
定
義
－
故
諸
菩
薩
等
行
＝菩
臨
行
－
非
レ
得
＝
凪
妥
ヘ
無
上
務
自
除
純
文

明日－無
上
義
－
〈
二
六
、計
〉

と
あ
る
に
依
て
明
か
で
あ
る
。
即
ち
文
中
『
自
飴
経
文
』
と
は
娘
一
令
所
明
以
外
の
h

所
抑
制
十
無
上
を
明
す
襲
撃
・
、
化
按
、
五
百
、
費
塔
‘

安
鎖
、
初
出
、
ぷ
祉
婚
の
路
M
聞
で
あ
る
が
、
就
中
賀
町
伶
品
は
第
五
示
現
消
浮
附
土
無
上
vh
於
て
、
世
間
浬
般
を
、
都
世
日目m
は
第
八
一
示
現
成

大
説
ロ
挺
無
上
に
於
て
身
．
や
与
を
詳
説
し
て
届
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
論
文
の
上
に
於
け
る
五
種
法
又
は
十
仰
と
十
如
の
問
題
と
い
仏
、

法

疏
に
於
け
る
性
制
隔
円
余
の
野
山内川
と
い
ひ
、
何
れ
も
呆
平
等
を
将
ぜ
る
如
来
蹴
忠
恕
を
制
つ
て
の
諭
で
あ
っ
た
。

若
し
後
の
二
平
等
を
糠
す
と
見
倣
す
べ
き
十
無
上
の
論
文
に
就
て
、
第
五
前
回
附
閣
土
無
上
の
説
明
に
相
等
す
る
文
が
、
第
十
の
勝
妙
カ

無
上
の
次
に
存
す
る
と
と
で
あ
る
。
と
れ
に
就
て
高
鮮
は
「
論
疏
」
下
陀
旋
問
を
な
し

問
何
故
不
b

即
日
－
就
前
第
五
無
上
中
部
－
至
＝
此
万
一
解
耶

w

答
上
米
致
解
＝
此
問
－
、
今
欲
し
示
－
－
有
疑
者
－
不
・レ
了
＝
前
立
二

故
或
論
L

之
（
凶

O
M＝

日
〉

と
制作
し
。
又
符
訟
は
「
論
拠
」
九
京
に
『
此
世
＝
第
五
中
第
二
酬
伸
文
－
也
』
〈
一
a

金
集
」
上
－
－

2
〉
と
解
し、

立ハ
に
筋
冗
の
革
特
と
解
し
て
居
る
、



併
し
近
必
龍
谷
大
接
の
日
下
大
痴
氏
が
と
れ
を
党
本
将
来
常
時
に
於
け
る
共
誕
の
前
後
錯
雑
に
出
る
と
は
断
じ
た
（
「
龍
谷
論
叢
」
二
六
九

玉
』
の
は
査
し
受
賞
の
僻
と
稀
す
べ
き
で
あ
る
。

上
越
の
如
く
三
平
等
の
中
東
平
等
は
向
の
義
、
即
ち
『
以
＝
備
法
身
盤
聞
法
身
平
等
無
－
b

異
故
興
＝
授
肥
一
』
と
る
る
如
く
如
来
織
の
義
に

得
せ
て
設
き
。
後
の
二
千
侍
は
無
上
の
義
即
ち
『
如
来
設
官
不
L

離
＝
税
身
一』

と
仰
し
、叉
共
に

『入
泥
繋
』
と
修
般
に
寄
せ
て
制
作
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
若
し
お
鮮
は
「
論
疏
」
下
陀

制
引
度
広
畑
一
宮
唯
大
限
刑
法
中
説
＝
生
死
氾
喋
平
等
－
、
小
来
法
中
無
レ
祈
＝
此
到
＼

興
＝
法
措
晶
－
意
向
。
（
問
O
A
L
J

と
大
論
の
ん
会
諦
質
相
に
依
る
生
死
浬
繋
平
等
義
と
今
の
法
華
論
の
三
平
等
と
を
同

一
大
衆
議
と
解
し
て
居
る
が
、
論
vh
於
け
る
方
使
品
の

下
の
町
相
即
如
来
蹴
と
の
刷
仰
と
、
今
の
三
平
等
義
の
将
と
は
自
ら
そ
の
糊
相
を
似
叫
に
し
て
居
る
。
就
中
市
加
平
等
の
冶
の
紅
相
即
如
来
蹴
と

解
せ
る
を
、
論
主
の
他
の
部
耶
縁
起
系
の
思
想
を
以
て
解
し
た
の
が
、

慈
恩
等
の
法
相
系
の
解
で
あ
っ
て
、

慈
売
は
法
相
の
諸
家
が
三
平

等
を
三
梁
五
乗
種
々
乗
具
と
解
せ
る
を
『
三
種
染
担
』
又
は
『
三
稀
蹴
倒
信
』
と
庇
し
。
更
に
之
に
二
議
あ
り
と
な
し

~ 

一
義
云
此
等
諸
乗
相
雌
＝発
別
－
休
性
無
レ
二、

然
制
＝
如
レ
相
休
性
亦
別
一
是
名
異
執
－
、亦
名
＝
顕
倒
－
。
叉
義
一玄
一
切
地
H

常
＝
作
仰
－無レ
別
＝

二
乗
－
、
然
間
＝
二
乗
不
Z
得
＝
成
仰
－亦
名
＝
即
時
教
－
。

ハ「
全
集
」
問
主
耳
〉

と
述
べ
て
居
る
が
、
此
の
二
議
は
叫則
論
家
陀
於
け
る
冗
性
各
別
の
性
修
に
約
す
る
異
解
を
指
摘
せ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
慈
琵
は
町
制
品

の
立
脚
よ
り

世
間
衆
生
死
名
＝
染
汚
分
－
、
温
撚
ポ
探
滅
名
＝
情
得
分
自
。
乃
至
如
レ
日
記
染
調
げ
相
雌
＝
品
川
庁
別
－
到
一
世
俗
…
レ
二
、
然
消
＝
如
b

相
休
性
亦
別
－
故
名
＝

異
執
－
。
（
全
土
玄
武
古
）

け
ど
判
じ
、
克
に
論
の
三
千
部
の
締
相
に
就
て

法

務

翁

の

研

究

四



法

務

飴

の

m
附
究

凶

l明

此
中
乗
平
等
u起
一
一
燕
之
自
性
、
後
二
平
等
是
一
一
照
之
別
表
、
仰
伏
三
ニ
趣
向
義
－
以
設
二
来
二
自
性
世
間
別
故
一
吉
岡
下
依
＝
三
種
平
等
】
設
中
一

乗
法
上
。
（
全
至
。
〉

と
法
華
一
乗
の
位
相
読
に
立
ち
て
、
一
ニ
極
の
中
乗
平
等
は
性
向
に
約
し
、
後
の
二
平
等
は
修
別
に
約
す
と
合
し
た
の
で
あ
る
。

若
し
一
新
鮮
は
生
死
混
繋
平
等
を
大
論
に
依
り
漫
然
と
大
衆
議
と
持
す
る
の
み
友
ら
歩
、
論
の
栗
平
等
の
蜘
仰
に

彼
盛
岡
等
得
＝
授
詑
－者
、
得
＝
決
定
心
－
非
し翻
b

成
＝
就
法
性
如
来
二
依
＝
彼
三
種
平
等
一
説
二
乗
法
－
、
以
＝
例
法
身
鶴
間
法
身
平
等
無
Z

異
故
興
＝
授
記
－
、
非
E

即

np足
修
行
功
徳
－
。
（
二
六
J

と
決
定
心
と
平
等
法
身
と
の
こ
犠
の
鰐
あ
る
に
劃
し
「
論
疏
」
下
に
『
一
育
レ
得
＝
決
定
心
－
者
、
得
レ
入
＝
十
信
依
－
、
非
レ
成
＝
就
法
性
－
故
』
（
四

O
必

J
と
細
川
し
、
史
に
決
定
心
と
性
千
等
と
の
こ
極
授
記
の
別
糊
に
就
て

間
前
云
b

得
＝
決
定
心
－
故
興
ご授
記
－
、
後
明
下
依
＝
俳
性
平
等
－
故
興
中
授
記
上
此
二
何
異
。
答
前
是
総
因
後
日
記
疋
園
、
叉
前
是
引
出
働
性
、

後
n
疋
自
性
伎
俳
性
。
〈
全
上
〉

と
解
し
、
天
台
の
質
相
義
に
依
る
三
因
僻
性
に
寄
せ
て
、初
義
は
修
の
三
固
に
約
し
総
因
と
判
じ
、
後
哉
は
性
の
三
固
に
・
約
し
て
Tr．
悶
と
判

じ
た
の
で
－め
る
。
か
く
の
如
く
論
は
そ
の
中
心
を
放
す
方
使
品
の
五
一
示
現
は
一
性
の
如
来
識
思
如
却
に
依
て
解
し
て
居
る
が
、
三
平
等
以
下

に
於
て
は
修
詮
に
寄
せ
て
躍
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
迩
門
は
如
来
識
に
依
り
、
本
門
は
修
詩
論
に
依
て
解
し
た
と
と
L
怠
る

の
で
あ
る
。
就
中
十
無
上
醐
仰
に
見
ゆ
る
三
時
間
仰
菩
提
は
そ
の
結
論
ーと
も
見
る
べ
き
で
あ
る
。

前
に
も
述
べ
た
る
如
く
論
の
後
の
二
平
等
は
『
入
浬
繋
』
或
は
『
如
来
設
言
不
レ
離
＝
我
身
－
是
無
上
義
』
と
設
け
る
、
不
離
我
身
修
詮
に

依
る
無
上
義
広
寄
せ
て
拾
い
て
居
る
が
、
此
の
十
俗…
上
中
世
間
浬
探
の
平
等
は
究
務
品
の
第
瓦
荷
停
問
土
無
上
、
後
の
法
・
妙
子
等
は
持
世

品
の
第
八
’成
大
菩
提
無
上
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。
先
づ
費
塔
日
聞
の
情
呼
関
土
無
上
を
糊
す
る
に
嘗
て
は
格
、
設
、
崎
、
住
持
、
無
盆
仰
離



穣
、
多
貸
、
同
一

塔
坐
の
八
誌
に
約
し
、
多
誌
の
俳
身
は

一
切
諸
仰
の
民
法
九坊
を
協
取
せ
る
無
漏
普
棋
の
所
生
た
る
、
法
身
の
自
殺
丈
に

依
る
前
浮
国
土
の
示
現
で
あ
り
、
且
つ

一不
下
現
化
仰
非
化
働
法
例
報
仰
等
特
待
合
成
＝
大
事
－
故
。
（
二
六
J

と
設
き
て
、
清
呼
の
閏
土
は
存
在
の
如
来
斑
法
身
の
浄
土
に
あ
ら
や
し
て
、
か
－A
る
法
身
の
寂
光
ぽ
報
身
の
行
報
陀
即
す
る
所
成
の
寂
光

・

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

八
恭一不
z
現
成
大
菩
提
無
上
回故
、
示
＝
現
三
mm仰
菩
提
一
故
、

一
者
一
不
＝
現
時
仙
持
品
】
、

山川
－
－
将
氏
官
二
去
＝
伽
耶
城
－
不
レ
泣
坐
＝
於
道
場
旬
、
m
吋
レ
成
m

－
阿
問
符
多
難
三
貌
三
裁
口
被
』
一
放
。
二
者
一
不
＝
現
報
仰
掛
川挺
二

十
地
満
足
件
”
－
常

浬
艶
詮
一
故
、知

L

経
『
善
男
子
我
質
成
仙
巴
来
、
無
主
俗
…
溢
百
千
高
億
那
巾
似
劫
』
故
。
三
者
一
示
＝
現
法
例
菩
提
一抑
制
如
来
続
性
呼
浬
穂
、
常

随
所
隠
見
而
詩
＝
示
現
－
、
如
レ
経
『
持
制
如
来

若
し
第
三
の
身
平
等
設
は
第
八
の
成
大
菩
提
の
命
文
に
見
る
べ
き
で
あ
っ
て

恒
清
涼
不
鑓
得
義
、
如
レ
経
『
如
来
知
町
知
＝
見
三
回
仲
之
相
次
第
六

乃
至
不
レ如

三
兆
見
＝
於
三

mp』故。
（
二
六
九
）

と
制作
し
、
伽
耶
の
符
迦
仰
を
以
て
臨
身
と
た
し
、
鴨
川
荒
所
説
の
鴎
点
質
成
の
仰
を
十
地
行
満
の
報
身
と
な
し
、
司
法
俳
菩
提
、
調
＝
如
来
苛

性
滞
制
作
捻
常
恒
不
鑓
綿
花
・
』
と
な
し、

経
文
の
如
従
知
見
の
修
設
に
寄
せ
て
『
如
来
能
＝
見
能
市
民
如
法
身
－
M

と
説
い
て
刊
に
あ
ら
ざ
る

議
と
な
し
。
故
後

我
浄
土
不
回
市
余
生
見
焼
謎
串
相
、
山
城
仙
如
来
良
町
浄
土
‘
第
一
義
諦
之
所
龍
之
故
。

と
説
く
に
依
れ
ば
第
一
義
所
協
の
良
質
滞
土
は
、
報
悌
所
成
の
持
土
で
る
h
y
、
随
っ
て
今
の
法
仰
菩
提
は
存
十
代
法
に
あ
ら
や
し
て
、
鹿
点

・
町
修
町
遣
の
報
併
に
即
す
る
常
梢
常
期
の
所
成
の
法
身
と
解
す
べ
を
で
あ
る
。
若
し
九
州
文
に
三
界
相
を
設
い
て

三
兆
相
索
、
制
裁
生
界
即
浬
掛
川
界
、
不
b

離
＝
衆
生
ω升
－
哨
＝
如
来
縦
－
放
。

法

制
別
館
の
抑
附
究

問
.ii: 



法
制
中
諭

の

研

究

問
ノ、

と
説
き
っ
叉
『
如
来
磁
民
知
之
休
、
不
レ
即
＝
米
生
凶
？
？
小
b

離
＝
衆
生
凶
作
・－
』
惨
と
設
け
る
に
依
て
明
か
な
る
如
く
、
本
命
は
金
く
如
来
政
思

想
に
立
ち
て
法
華
を
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
論
の
三
身
中
の
法
身
設
は
在
畑
町
の
如
来
臓
を
指
さ
十
し
亡、

法
帯
の
久
迩
行
成
の
修
諸
法

身
を
取
れ
る
と
と
は
、
法
仙
普
蛇
b
L

『
如
来
蹴
性
呼
出
艶
』
と
開
し
つ
L

『能
川川能
設
民
如
法
九
と
と
説
く
に
依
て
明
か
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
法
革
論
に
は
三
和
俳
菩
提
を
設
き
、
如
来
蹴
思
想
を
以
て
法
来
b
正
解
し
て
居
る
が
、
若
し
例
身
論
に
就
て
は
天
台
の
所
前

『
酷
＝
町
相
－
錆
＝
如
来
内
側
ぺ
如
来
政
即
抗
相
』
（
「
玄
義
」
況
下
＝
凡
〉
と
設
け
る
如
必
磁
法
身
た
る
在
約
法
九
M
Aに
あ
ら
や
し
て
、
「
玄
孫
」

に
『
陰
名
＝
如
来
政
－
旧
制
名
詩
＝
法
h
M
－
』
〈
二
下
一
円
n

）
と
あ
る
如
く
修
詮
の
州
都
．
法
九
討
を
設
け
る
と
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
さ
れ
ば
天

台
は
命
の
三
身
刷
仰
を
以
て
お
坑
口
川
の
仰
陀
を
細
川
し
、
通
じ
て
は
十
方
三
世
二
仰
三
仙
本
側
挫
仙
、
別
し
て
は
本
地
三
仰
の
功
絡
を
詮
吹
す

と
た
し
、
論
文
を
引
き
『
経
H
H

＝
共
義
目
、
論
出
＝
英
名
－
、
不
b

作＝
上
制
作
一
本
合
＝
終
論
－
』
〈
「
文
何
」
二
冗
若
〉
と
越
ペ

此
品
詮
茸
週
明
＝
三
身
－
、
若
従
＝
別
意
－
疋
在
＝
報
身
－
。
ハ
二
六
J

と
論
の
動
も
す
れ
ば
如
来
蹴
法
身
論
に
傾
く
法
中
論
」
ニ
の
仰
身
設
を
、
疋
し
く
修
詩
の
叩
獄
中
論
三
の
俳
身
設
を
－
た
し
た
の
で
あ
る
。
廷
に

天
台
は
古
来
の
法
華
一
在
米
中
前
叡
、
道
朗
、
悲
観
、
劉
札
（
一
配
者
〉
也
生
侍
の
法
華
の
俳
身
を
以
て
法
身
常
住
諸
経
常
識
と
判
じ
、
光
宅

の
臨
九
百
無
常
の
仰
九
訪
問
b
L
以
て
都
峠
相
視
の
偏
執
の
躍
凡
と
た
し
、
論
に
依
て
報
中
論
三
の
拾
を
た
し
た
の
は
、
と
れ
存
花
法
九
月
設
に
臨

ぜ
ん
と
す
る
法
議
論
の
俳
九
討
論
を
修
控
法
身
読
を
以
て
解
し
た
も
の
ち
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
天
台
も
『
紅
相
本
地
即
口
記
法
身
』
と
も
、
亦

『
有
働
無
仰
性
相
常
然
、
指
ι
此
儒
＝
法
身
如
来
－
也
』
（
「
文
何
」
二
冗
川
町

3
と
設
け
る
は
．
晶
の
『
如
来
山
耐
性
浮
浬
繋
常
恒
前
涼
』
と
同

議
異
認
で
、
と
れ
在
掘
の
ん
仔
・
在
法
乞
指
す
如
来
臓
の
義
で
4
C
る。

悲
し
必
鮮
に
於
け
る
九
州
の
俳
身
愉
は
「
九
州
疏
」
下
に
、
開
制
什
仙
川
淑
の
法
身
常
伐
の
僻
を
以
て
『
供
興
レ
論
A
n
』
と
判
じ
、又
北
土
江
市
り

五
時
間
宗
の
肱
身
無
常
の
解
を
掲
げ
ハ
四
O
M一
一
己
論
に
依
て
搾
迦
に
伽
耶
の
化
h
M
．
久
成
の
報
身
、
民
却
の
法
身
の
三
身
を
口封
足
す
と

に



論
併
二
mm法’封、

一
者
隠
仙
吋
名
法
山
河
此
非
＝
多
賀
－
也
、
二
者
制
時
名
＝
法
山
ヲ
即
多
賀
也
u

ハ
四

0
2・）

た
し
、
叉
諭
庁
A
K
依
て
多
抗
法
九
M
．
開
仰
迦
報
身
、
分
山
河
化
身
の
三
白
河
枕
乞
な
し
、
殊
に
諭
の
法
印
到
に
二
割
あ
り
と
な
し

と
多
賓
の
法
身
は
如
水
路
厳
在
績
の
法
身
に
非
し
て
修
笹
の
出
糧
法
身
な
る
意
b
L

明
か
に
し
て
居
る
が
‘若
し
法
報
二
身
の
岡
田
棋
を
判
じ
て
は

体
一
義
妹
、
酬
凶
詣
必

H
レ之

na減
、
然
法
所
依
正
法
震
レ
仇
M
．
故
名
岱
＝
法
身
－
也
。
〈
企
上
〉

と
在
制
の
法
を
法
＃
‘
修
ぷ
b
L
報
山
河
と
解
す
る
も
、
品
。
人
の
多
抗
の
法
’
um
は
一
切
開
仰
の
法
身
所
儲
と
酬
仰
せ
る
論
文
に
依
り
、
法
部
を
以

て
『
十
万
諸
側
同
一
真
如
法
身
』
を
糊
す
る
笹
山
内
と
友
し

北
白
紙
法
師
封
＝
縦
什
”
翻
＝
法
誕
二
広
、
多
質
問
一
一
共
不
誠
二
持
拡
定
尖
非
数
、
前
時
品
納
禾
b

来
、
而
Y
F之
興
レ
意
供
興
レ
命
命
、
什
公
陀
舌

不
欄
．
可
レ
削
制
レ
之
典
レ
邸
付
＝
経
旨
－
也
。
（
附

0
2
－〉

と
惜
別
叡

ω法
議
紛
れ
A
法九
m
u
解
を
以
て．

日
砥
論
と
ム
回
数
す
と
た
ず
は
、
法
九
M

を
以
て
経
論
の
正
立
と
解
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

か
く
天
台
．
泌
鮮
は
叫
に
論
の
三
身
出
品
に
依
て
法
載
の
僻
身
を
併
し、

供
に
在
踏
の
如
来
磁
の
法
身
、
修
設
の
報
身
以
外
に
所
成
法
身

の
解
の
あ
る
と
と
は
悦
取
し
仰
る
は
、
と
れ
の
論
法
山
到
に
在
創
出
制
の
雨
向
の
存
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
而
し
て
在
畿
の
法
身
設
は
如
来

出
陣
忠
制
叫
に
立
ツ
法
山
河
説
、
出
制
仰
の
法
身
必
は
法
銭
円
刈
ハ
A
品
に
依
る
所
詮
の
法
九
好
投
と
は
る
ペ
き
で
、
十
無
上
中
第
五
の
術
部
岡
土
、
第
八

の
成
大
菩
提
の
解
に
は
此
の
雨
法
一
封
品
が
錯
綜
し
て
設
か
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
今
古
米
側
山
討
論
に
就
て
見
れ
ば
龍
樹
は
二
翫
の
ニ
白
河
設

を
な
し
、
就
中
生
法
二
分
設
は
般
若
維
に
依
り
‘
法
化
二
身
説
は
法
華
民
依
る
と
い
は
れ
、
叉
竪
意
の
「
入
大
衆
論
」
は
法
華
に
依
て
法

臨
二
身
拾
を
な
し
就
小
花
開
の
法
と
法
身
と
を
峻
別
し
て

唯
法
無
レ
仰
．
則
無
－
二
二

M
＼
悲
欲
レ
A
H
b
H
卦
＝
三
帥
依
－
者
、
始
従
＝
初
地
司
ル
五
＝
十
地
目
成
＝
於
正
m品
目
白
同
校
出
化
名
岱
＝
法
h
M
E
。〈一二二開

h
h

〉

と
設
い
て
居
る
が
、
法
化
ル
至
法
憾
二
身
戒
に
於
け
る
法
分
は
正
し
く
修
詮
の
法
身
で
②
る
。
故
に
法
華
論
に
は
如
来
識
経
等
に
依
る
如

法

叩

中

前

の

例

父

内
七



法

制

中

鈴

の

研

究

内
，、、

来
臓
の
在
都
．
法
身
と
、
般
若
‘
法
華
地
守
に
依
る
修
笹
川
湿
の
法
身
と
の
同
設
の
存
す
る
と
と
を
知
ら
・な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。

然
ら
ば
世
親
心
仰
九
巧
訟
は
何
れ
を
以
て
正
・
む
と
す
る
や
と
い
ふ
に
、
法
務
ι仰
に
於
て
は
流
支
持
の
法
報
臨
．
勅
郵
原
挺
叩
仰
の
法
報
出
化

の
三
井
設
は
上
辿
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
他
正
し
く
’州
束
尚
忠
忽
に
依
る
民
浦
品
「
仰
性
局
」
の
法
略
化
の
三
身
説

会

二

2
J
矢

張
流
支
涼
「
公
剛
般
若
波
統
制似論
」
の
法
制械
化
の
三
分
説

〈
二
五
．
究
開
）
絡
は
、
そ
の
名
に
於
て
後
世
の
所
制
附
毘
A
n
胞
の
法
級
憾
と
、

開
脳
合

R
O法
服
化
の
二
日
刊
三
段
殺
と
見
ら
る
る
も
．
帥
性
九
州
は
法
身
b
L
自
性
仰
性
、
憾
化
二
山
拐
を
批
ハ
に
引
出
仰
性
と
利
し
、
「
金
剛
舵
若

論
」
は
法
山
M
K
以
て

『
菩
提
名
法
身
似
体
町
無
お
』
報
化
二
九
対
は
『
能
作
了
図
、
受
報
相
好
赴
蹴
仰
』
と
料
す
る
に
依
れ
ば
、
共
に
布
制
問

法
政
を
取
る
胤
民
合
憾
の
＝
一
致
枕
な
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

又
世
親
の
「
協
大
乗
論
綿
」
は
民
諦
‘
笈
岨
夕
、
玄
排
の
三
課
（
三
一
号
叫

Z
U〉、
共
に
無
倍
の
「
協
大
衆
論
」
の
円
以
諦
、
玄
弊
同
課

2
二

一む
）

の
向
性
、
受
用
．
臨
化
の
三
身
説
に
依
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

若
し
議
論
の
働
陀
扇
多
認
の
み
は
民
報
・
憾
の
三
身
全
二
－

2
）
と
な
す
も
、
民
身
は
「
依
一
切
法
得
自
花
故
」
自
性
身
は
「
於
一
切
法

自
在
依
止
故
』

と
明
に
校
例
制
の
法
山
坊
を
取
り
、
報
身
は
『
出
制
附
法
九
対
』
、
受

m’
川
河
は
『
料
依
止
所
顕
現
』
と
修
設
に
寄
せ
て
説
く
に
徴
し
て

世
親
の
附
民
合
憾
の
三
山
河
設
は
正
し
く
無
活
の
三
身
設
に
－m来
す
る
と
と
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
放
に
如
来
政
思
想
に
立
つ
法
燕
論
は
仰

性
胡
等
と
向
じ
く
『
如
来
蹴
民
如
之
体
』
を
法
封
と
な
す
三
身
設
に
依
る
も
、
法
草
・
付
社
品
の
影
響
を
受
け
て
、
龍
樹
等
と
同
じ
く
『
能

見
詰
泣
民
如
法
九
己
批
噌
と
修
限
法
M
M
設
の
片
鱗
乞
も
見
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
後
祉
法
悲
・
中
心
に
於
け
る
俳
身
論
は
此
の
二
碕
法
九
好
投
を
削
っ

て
、
天
品
川、

議
減
、
民
『百
、
中
古
天
台
乃
至
日
蓮
に
及
ん
で
居

る
が
、
H
記
侍
の
桜
紙
b
L

明
に
す
る
た
め
印
度
に
於
け
る
仰
身
論
研
究
段
別
杭
を
期
す
る
も
O
で
あ
る
。


